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門真市立放課後児童クラブ運営事業委託事業者選定委員会の会議記録（公開用） 

平成 30年 12月 13日 

 

会議の名称       門真市立放課後児童クラブ運営事業委託事業者選定委員会 

開 催 日 時       平成 30年 11月 29日（木） 午前９時 10分から午後４時 50分まで 

開 催 場 所       門真市役所本館２階大会議室 

出 席 者 

(委員長)太田委員長 (副委員長)内田副委員長 

(委員)五十野委員、田中委員、満永委員 

【出席人数 ５人／全５人中】 

議 題       

（内   容） 

⑴ 委員長及び副委員長の選出 

⑵ 本委員会の公開・非公開について 

⑶ 会議録について 

⑷ 諮問 

⑸ 応募状況について 

⑹ 選定方法及び評価について 

⑺ 募集要項・仕様書について 

⑻ 審査（事業者によるプレゼンテーション及び質疑応答） 

⑼ 各委員による採点の確定 

⑽ 選定結果発表 

傍 聴 定 員       ―[非公開] 

担 当 部 署       

（事 務 局） 

（担当課名）こども部子育て支援課 

（電  話）06-6902-6404 

会議記録 

（発言内容） 

○事務局 

定刻となりましたので、これより、門真市立放課後児童クラブ運営事業委

託事業者選定委員会を開催いたします。 

 本日はご多忙中にもかかわらず、ご出席いただきましてありがとうござい

ます。本委員会の司会を務めさせていただきます子育て支援課の豊田 彩杜

でございます。よろしくお願いいたします。これより着座にて進行させてい

ただきます。 

初めに、皆様の委嘱状等につきましては、大変失礼ではございますが、お

席への配付をもって交付とさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

次に、委員の皆様方をご紹介させていただきます。関西女子短期大学准教

授の太田 顕子委員でございます。門真市民生委員児童委員協議会副会長の

五十野 文子委員でございます。門真市立四宮小学校長 田中 治委員でご

ざいます。教育部長の満永 誠一委員でございます。こども部長の内田 勇

委員でございます。 

なお、本日は、委員５名中５名が出席されておりますので、門真市附属機

関に関する条例施行規則第５条第２項の規定に基づきまして、会議が成立し

ていることをご報告させていただきます。 

続きまして、事務局を紹介申し上げます。 

こども部次長の坂本 裕でございます。子育て支援課長の寺西 乾二でご

ざいます。課長補佐の塚本 和也でございます。主任の三谷 麻衣でござい

ます。ただいま外の方におります。よろしくお願いいたします。 

議事に入る前にお手許の資料のご確認をお願いいたします。 

 まず、本日の「会議次第」です。次に、「門真市立放課後児童クラブ運営事
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業委託事業者選定委員会採点表」です。続いて資料１「門真市附属機関に関

する条例施行規則（抜粋）」、資料２「審議会等の会議の公開に関する指針（抜

粋）」、資料３「門真市情報公開条例（抜粋）」、となっております。 

また、事前にお配りしました、「門真市立放課後児童クラブ運営事業委託

事業者選定委員会進行表」、「門真市立放課後児童クラブ運営事業委託事業者

応募一覧表」、「門真市立放課後児童クラブ運営事業委託事業者の選定につい

て」、「門真市立放課後児童クラブ運営業務委託事業者募集要項」、「門真市立

放課後児童クラブ運営業務委託共通仕様書」、「門真市立放課後児童クラブ運

営事業委託事業者選定委員会採点表」、「門真市放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例」、「門真市立放課後児童クラブ条

例」、「門真市立放課後児童クラブ条例施行規則」、「門真市配慮を要する児童

の受入れ推進基準要綱」、「門真市配慮を要する児童の受入れ推進基準要綱に

関する事務取扱要領」、各事業者からの応募申請書類一式、お手許にすべて

ございますでしょうか。 

 続きまして「委員長・副委員長の選出」にうつります。門真市附属機関に

関する条例施行規則第４条第１項に規定されておりますとおり、「委員長及

び副委員長は、委員の互選により定める。」こととなっております。ご意見

がございましたらお願いいたします。 

 

○Ａ委員 

委員長には、学識経験者であり、子育て支援について造詣が深い太田委

員、副委員長には、こども部長であり、事業を所管されております、内田委

員を推薦します。 

 

○事務局 

ただ今、委員長には太田委員、副委員長には内田委員とのご推薦がありま

したが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なしとの声） 

 

○事務局 

 ご異議がないようですので、そのように決定し、お願いしたいと存じま

す。では、委員長は委員長席へ、副委員長は副委員長席へ移動願います。 

それでは、ここからは委員長に議事を進行していただきたいと思いますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

 

○委員長 

 関西女子短期大学の太田 顕子でございます。               

この度は、本選定委員会の委員長を拝命し、適正な事業者の選定につきま

して、重責を全ういたす所存でございます。委員の皆様におかれましては、

よろしくご協力いただきますようお願い申し上げまして、誠に簡単ではござ

いますが、ご挨拶とさせていただきます。 

 引き続き次第に沿って進めてまいりたいと思います。 

それでは、会議を始めます前に、本委員会の公開・非公開について、事務

局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

 本市では、「審議会等の会議の公開に関する指針」において、審議会等の会

議は原則公開するものとしておりますが、会議の公開・非公開は会議に諮っ

て決定するものとなっております。本委員会の会議につきましては、公開す
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ることによって委員間の率直な意見交換が損なわれ、審議が著しく阻害され

て会議目的が達成されないおそれがあること、事業者の信用や技術等に関す

る情報を公開することにより、事業者に不利益をおよぼす恐れがあること、

以上の２点の理由から、非公開とすることが望ましいと考えております。 

 

○委員長 

 ただいま、本委員会の公開・非公開について事務局より、説明がありまし

たが、ご意見等ございませんでしょうか。 

 

（異議なし｣との声） 

 

○委員長 

 無いようですので、本委員会は質疑応答の部分は原則公開とし、その他の

部分は非公開といたします。傍聴希望の方はいらっしゃいますか。 

 
○事務局 

現在、傍聴希望者はおられません。 

 

○委員長 

続きまして、本委員会の会議録について事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

 本委員会の会議録につきましては、「審議会等の会議の公開に関する指針」

第７条に基づき作成し、また第８条の規定により、委員会終了後、２週間を

目処に市ホームページ及び情報コーナー等で公表します。 

なお、会議録の中の各委員の氏名につきましても情報公開の請求があった

場合、公開することもありますのでご了承ください。 

 会議録の作成につきましては、「門真市情報公開条例」第６条各号に掲げる

不開示情報について、十分に配慮した上で、全文筆記で作成することとなっ

ております。 

 

○委員長 

 ただいまの事務局からの説明につきまして、ご意見はございませんでしょ

うか。 

 

（「異議なし」との声） 

 

○委員長 

 では、作成した会議録は、各委員に確認していただくことを事務局にお願

いいたします。次に、諮問を受けることといたします。 

 

○事務局 

 諮問書につきましては、時間の都合上、各委員様の机上へ配付させていた

だいておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

○委員長 

次に、応募状況について事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

応募状況ですが、事前に配付しました資料「門真市立放課後児童クラブ運

営事業委託事業者応募一覧表」をご参照ください。いずれのクラブにおきま
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しても、複数の事業者の応募はございません。 

 

○委員長 

応募状況について、事務局より説明していただきました。 

次に、選定方法及び評価について事務局より、説明願います。 

 

○事務局 

 まず、選定方法についてご説明いたします。事前に配付しました資料「門

真市立放課後児童クラブ委託事業者の選定について」をご覧ください。 

選定方法については、書類及び事業者によるプレゼンテーションの審査を

実施して、総合判断により決定するものとなっております。 

プレゼンテーション審査では、事業者の企画提案書の記載事項のうち、特

にＰＲしたい事項についての説明を行った後、各委員から質疑応答を行い、

採点作業に入ります。時間は、原則１校あたりプレゼンテーション 10 分以

内、質疑応答 15 分以内、各委員の採点５分の合計 30 分以内とします。複数

校を申請する事業者は、２校目以降の質疑応答時間について、５分加算する

こととします。例えば、事業者が３校申請した場合、説明時間は１校あたり

10分以内とし、説明時間 10分が３校のため、合計 30分以内とし、質疑応答

時間は３校まとめての質疑応答とし、合計 25分以内となります。事業者のプ

レゼンテーション開始後、各校５分を経過したときにベルを鳴らします。そ

の後５分経過したときに再度ベルを鳴らし、その時点でプレゼンテーション

を終了してもらいます。質疑応答についても、終了時間となりましたらベル

を鳴らしますので、その時点で質問している委員への事業者の回答が終了し

た時点で終了とします。また、持ち時間に満たない場合については、委員長

より委員の皆様にこれ以上質問がない旨を確認いただいた時点で終了といた

します。選定方法の説明については以上でございます。 

次に、評価につきましては、お手許の資料「門真市立放課後児童クラブ運

営事業委託事業者選定委員会採点表」をご覧ください。評価項目は、申請書

の企画提案書に沿って、７項目を定めています。評価項目の２番、６番及び

７番の各項目は 10点、４番及び５番の各項目は 15点、１番及び３番の各項

目は 20点とし、委員１名あたり合計 100点満点で採点をお願いいたしま

す。 

評価の基準としてＡ～Ｆの６段階で、点数を表示しております。委員の皆

様におかれましては、評価基準に則って、採点表の点数に丸をつけていただ

きますようお願いします。 

選定可能とする得点の基準につきましては、全て標準の評価をした場合に、

60 点となることを踏まえ、委員全員の点数を合計し、500 点満点中 300 点以

上の事業者を運営業務委託可能として選定するよう考えております。以上に

つきまして、委員の皆様にお諮りしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

○委員長 

ただいま、選定方法について、事務局からの説明がありました。何かご意

見などはありませんか。 

 

（意見なし） 

 

○委員長 

 よろしいでしょうか。ご意見が無いようですので、この選定方法とするこ

とといたします。 

次に事業者に配付しております「募集要項」及び「仕様書」について、事

務局より説明願います。 
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○事務局 

「門真市立放課後児童クラブ運営業務委託事業者募集要項」をご覧願いま

す。概要につきまして、４「委託内容」の（２）留意事項として、ア～ウに加え、

「エ 児童や保護者の人権に十分に配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重し

て育成支援を行うこと。」を定めています。５「申請資格」の（１）応募対象者及

び資格は、「門真市内の保育所、幼稚園又は認定こども園を運営している社会福祉法

人又は学校法人のうち、放課後児童クラブの運営が可能な法人」としています。７

「評価の基準」は、評価項目を要項の表のとおり７項目とし、評価基準の内容が満

たされているかどうかを採点表により採点します。８「申請書の提出」について、

９月 28日に市内の保育所、幼稚園、又は認定こども園を運営する社会福祉法

人又は学校法人に対し、募集要項、申請書類及び仕様書を郵送にて配付し、

市ホームページにおいても周知いたしました。子育て支援課の窓口において、

10 月１日から 17 日までを提出書類の受付期間とし、応募一覧表のとおり各

小学校放課後児童クラブに１事業者ずつ応募がありました。募集要項の概要に

ついての説明は以上です。 

続きまして、「門真市立放課後児童クラブ運営業務委託共通仕様書」をご覧

願います。 

概要につきまして、２「児童クラブの設置目的」は、「児童に対し、適切な

遊びと生活の場を与えるとともに、異なった学年による児童の集団活動を推

進することにより、放課後における児童の健全育成を図る。」こととしていま

す。５「対象者・定員」は、１～６年生までの児童とし、定員は「門真市立

放課後児童クラブ条例施行規則」で規定しています。 

なお、本市では、定員を超える申込みがあった場合、児童の安全等を考慮

し、基準条例に定める面積基準の範囲内で児童の弾力的な受入を実施してい

ます。仕様書において、面積基準内の最大受入人数を記載し、その人数まで

の受入れを義務規定としています。参考として過去３カ年分の５月１日時点

の児童数、（ ）内に待機児童数を記載しております。 

なお、門真小学校放課後児童クラブにつきまして、平成 28年度は社会福祉

法人 友愛福祉会、平成 29 年度～30 年度は社会福祉法人 小百合苑に運営

を委託しており、今回応募している事業者とは異なります。 

８「業務内容」については、基準条例、クラブ条例及び施行規則に従い、「児

童の出席状況等の管理」等の 15 項目について規定しています。今回、「児童

虐待への対応」を追加しています。９「職員及び業務責任者並びに服務」に

ついては、（１）基準条例第 11 条の規定に基づき、職員を配置することとし

ております。11「報告等に係る業務実施状況の確認及び改善勧告」について

は、年間事業計画等の書類の提出を定めております。12「業務分担区分、費

用区分及びリスク分担」については、仕様書の別表１～別表３に詳細を記載

しております。13「委託料」については、１小学校につき月額 940,000 円を

基準として入会児童数に応じた委託料を支払います。入会児童数が 80人より

多い場合、１人当たり 8,228 円を増額し、入会児童数が 70 人を下回った場

合、１人当たり 8,228 円を減額します。⑵延長利用在籍児童がいる場合は、

月額 107,000 円を増額します。⑶配慮を要する児童を受け入れた場合、別に

定める配慮を要する児童の受入推進基準要綱に基づいて人数換算し、１人当

たり 8,228 円を乗じて加算するとしています。⑷本事業に係る消費税は、消

費税法第６条に係る別表第１第７号ロの社会福祉法第２条（定義）に規定す

る社会福祉事業に該当することから非課税取引と定めています。 

 以上で簡単ではございますが、仕様書の説明とさせていただきます。 

 

○委員長 

 事務局からの説明は以上です。何かご意見、ご質問などはありませんか。 
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○Ｂ委員 

委託料のところで⑶配慮を要する児童を受け入れた場合ということなんで

すけれども、配慮を要する児童の基準はどのようになっているのでしょうか。 

 

○委員長 

 事務局より回答をお願いいたします。 

 

○事務局 

事前に配付させていただきました「門真市配慮を要する児童の受入れ推進

基準要綱」をご覧ください。この要綱は、配慮を要する児童を受け入れる際、

その配慮を要する程度等により、個別の援助が必要となることに伴い、放課

後児童クラブ指導員の加配が必要となるため、加配を行うための委託料算定

の基準を定め、受入れを推進することを目的としています。第２条からは要

配慮児童の認定基準を記載しており、この定めによって放課後児童クラブの

配慮を要する児童を受け入れております。 

 

○委員長 

 Ｂ委員、よろしいでしょうか。 

 

○Ｂ委員 

はい。 

 

○委員長 

他にご意見はございませんでしょうか。 

それでは、応募一覧表の順に審査に入りたいと思います。 

 

（二島小学校） 

○委員長 

二島小学校の応募事業者は、社会福祉法人晋栄福祉会です。 

 

（事業者入室） 

 

○委員長 

どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、これよりプレゼンテーション審査を始めます。どうぞお掛けく

ださい。プレゼンテーションは、企画提案書の記載事項のうち、特にＰＲし

たい事項についての説明等を 10分以内でお願いいたします。プレゼンテーシ

ョン開始後、５分が経過した段階でベルを鳴らします。また５分後に再度ベ

ルが鳴った時点で、事業者のプレゼンテーションはその時点で終了となり、

質疑応答に移ります。質疑応答は 15分間で、質問には簡潔明瞭にお答えくだ

さい。なお、審査で発言された内容はすべて記録され、必要があれば公表す

ることもありますので、ご了承ください。それでは、プレゼンテーションを

始めてください。 

 

＜晋栄福祉会 プレゼンテーション＞ 

（門真市情報公開条例第６条第２号の規定により不開示） 

 

○委員長 

はい、ありがとうございました。以上で、社会福祉法人 晋栄福祉会のプ

レゼンテーションは終わりました。委員の皆さまから企画提案書の内容も含
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め、プレゼンテーションに対する質問を行っていただきたいと思います。い

かがでしょうか。 

 

○Ｃ委員 

１つだけお聞きしますけども、普段のおやつは市販のものでお誕生日会等

は手づくりでされているそうですけどもアレルギー対策等はどのようにされ

ていますか。 

 

○晋栄福祉会 

最初に紙面の方でアレルギーを持っているかどうかの確認をとっておりま

すので、そちらの方を見させていただいて、特に手づくりのときは気になる

お子さんには保護者の方に先にお聞きして、提供してよいかどうか、確認し

てから提供させていただいております。 

 

○Ｃ委員 

はい、わかりました。 

 

○委員長 

他にございませんでしょうか。 

 

○Ｂ委員 

学校との良好な関係づくりで具体的にどのようにされているのか。定期的

な会議とかそういうものをもたれているのか。教えてください。 

 

○晋栄福祉会 

特に定期的な会議とかは行なってないんですけども、常にお子様のことか

気になることがありましたら気軽に職員室の方に行きまして、教頭先生や担

任の先生にお聞きするように心がけて毎日を過ごしております。 

 

○委員長 

Ａ委員お願いします。 

 

○Ａ委員 

まず２点お聞きしたいんですが、10 年間ということで平成 21 年からやっ

ていただいているということで、この 10年間で子どもたちがですね、変化が

あったとしたら、目の前の子どもたちの変化ということですねこの 10年間、

それをどのように捉えておられるのかなということと、それからそういう変

化に対応して取り組む内容をこの 10年間どのように変えてきたのかとか、あ

るいは変えずにこれは大事にしているということは何なのかってことこれが

まず１点。もう１点やっぱり保護者とのかかわりということに非常に気を遣

うと思うんですが、保護者とのかかわりで配慮をされていることどのようこ

とか、この２点を教えていただきますか。 

 

○晋栄福祉会 

私がこの仕事を始めましたのが、今から４年前、今は５年目に入っている

んですけれども、その間でよろしいでしょうか。 

 

○Ａ委員 

はい、結構です。 

 

○晋栄福祉会 
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そうですねやはりかわっていったということは、子どもたちの気持ちとい

うかこうやっぱり来た時は割と荒れているというか、お話が聞けない子ども

たちがとてもたくさんいたように思うんですけども、少しずつこちらも私た

ちの方も子どもたちの話はよく聞いて、いかに子どもたちがお話を聞いてく

れるかということを心を砕いて、今のところ保育していっているんですけど

も、徐々に子どもたちも落ち着いてお話も聞いてくれるようになりましたし、

常に心がけているっていうことに関しましては心地よい居場所であるという

ことですかね、子どもたちが安心して心地よく過ごせる場所であるように、

私たちも心がけています。言ったら子どもたちも毎日登室数がふえておりま

してここのところずっと、80人以上という感じで来られているので、居心地

よい場所ではあるのかなっていうのは、少しずつですけと感じているところ

です。 

保護者対応といたしましては気になることがありましたら常に連絡を取り

合うということですね。直接、お顔を合わせてお話できる場合はよろしいん

ですけども、必ず電話連絡の方にするようにというか、すぐに連絡するよう

にという感じで心がけておりまして、何か気になることがあったら、早目に

早目にという感じで心がけて過ごしております。 

 

○Ａ委員 

 ありがとうございました。 

 

○委員長 

副委員長お願いいたします。 

 

○副委員長 

じゃあ私の方から、よろしくお願いします。企画提案書のですね、３ペー

ジに安全管理というところがございまして、その中に書かれてます、安全管

理、安全対策としてですね、マニュアルを智鳥保育園、保育園のマニュアル

を使用するというふうにされているんですけれども、果たしてそれでいいの

かなというふうに私自身思っておりまして、他のクラブさんでは大体そのク

ラブ用の安全マニュアルをおつくりになっているんですね。その辺まずちょ

っとどういうふうにお考えなのか、お聞きしたいんですが。 

 

○晋栄福祉会 

そうですね。児童クラブも一応保育園の方の考え方というか基本行動とい

うのはそちらの方のマニュアルを基本的に考えておりまして、後、毎月行っ

ております避難訓練等は児童クラブに合わせてやっております。あと防犯の

ことなんですけども、防犯面も一応考えてはいるんですけどもなかなか智鳥

保育園とはやはり建物が違いますので、そちらのところは毎月のミーティン

グ、毎日の話し合いの方でこうしたらときはこういうふうにしましょうって

いう話はしております。 

 

○副委員長 

これまでですね特段大きな災害が幸い門真では起こってないということも

あって、よかったと思うんですけれども、マニュアルですのでね。大部分は

保育園と共通する部分もあるかと思うんですが、やっぱり学校との連携とか

ですね。連絡というのが必ず必要になってくると思うんですね。そういった

ことが出てこない。そういったマニュアルはいかがなものかと思いますし、

なにか本当に事故があった際にですね、今インターネットとかなかなか厳し

い意見等もあったりする中で、いや保育園のマニュアルを使ってましたでは

なかなかちょっと納得していただけないのかなということもありますので
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ね、これまではさておき、来年４月から３年間お願いすることになるとすれ

ばですね新たなマニュアルをつくっていただきたいと思うんですが、いかが

でしょうか。 

 

○晋栄福祉会 

はい、もちろんつくらせていただきます。早急に、はい。 

 

○委員長 

他にございませんでしょうか。 

 

○委員長 

では、私から特別な支援を要する子どもがおられますかということを差し

支えない範囲で教えていただきたいことと実際に支援が必要な場合、連携と

いうことも重要となってくると思うのですが、そういうふうな連携というこ

とを行いながら支援がある子どもに対して個別の計画を立てる等の具体的な

対策をとっておられるかということをお伺いしたいと思います。 

 

○晋栄福祉会 

特別な支援がいる子どもといたしましたら一人いらっしゃるんですけど

も、特に生活面には不自由はなく、お勉強面とか情緒面のところにちょっと

不自由なところがありまして、そういうときは１名先生が決まっておりまし

て一人決めていますと安心感がありますので、必ずその先生が見るようには

しているんですけども、一人ではやはり大変なので、全員で見ていくってい

う感じでお話し合い必ずしまして、何かがありましたらすぐに連絡するよう

にいたしましてその子をいつでもサポートできるように、全員で見るように

心がけております。 

 

○委員長 

はい、ありがとうございます。その連携の中には家族、家庭の方も入って

おられますでしょうか。家庭との連携ということはいかがでしょうか。 

 

○晋栄福祉会 

そのお子さんは必ずお迎えに来られますので、お母さんかお父さん、お兄

様がこられますので、毎日そのときにお話。きょうはこんな様子でしたよ、

こういうときはどうされますかというお話をして、いろいろな教育面のサポ

ートとか、させていただいております。 

 

○委員長 

他委員の方、ご質問はございませんでしょうか。無いようでしたら質疑応

答を終了いたします。質問は以上で終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。結果につきましては、後日、郵送にてお送りさせていただきま

す。ありがとうございました。 

 

○委員長 

委員の皆様方は、評価をお願いいたします。 

 

（上野口小学校） 

○委員長 

上野口小学校放課後児童クラブの応募事業者は、社会福祉法人 友愛福祉

会 です。 
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（事業者入室） 

 

それでは、これよりプレゼンテーション審査をはじめます。プレゼンテーシ

ョンは、企画提案書の記載事項のうち、特にＰＲしたい事項についての説明

等を 10分以内でお願いいたします。プレゼンテーション開始後、５分が経過

した段階でベルを鳴らします。また５分後に再度ベルが鳴った時点で、事業

者のプレゼンテーションはその時点で終了となり、質疑応答に移ります。質

疑応答は 15分間で、質問には簡潔明瞭にお答えください。なお、審査で発言

された内容はすべて記録され、必要があれば公表することもありますので、

ご了承ください。それでは、プレゼンテーションを始めてください。 

 

＜友愛福祉会 プレゼンテーション＞ 

（門真市情報公開条例第６条第２号の規定により不開示） 

 

○委員長 

以上で社会福祉法人友愛福祉会のプレゼンテーションは、終わりました。

委員の皆さまから企画提案書の内容も含め、プレゼンテーションに対する質

問を行っていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

○委員長 

では、私の方からよろしいでしょうか。指導員の資質向上ということに力

を入れておられると思うのですが、実際全員の指導員の方々が顔を合わせて

情報共有するのはなかなか難しいと思うのですが、問題点の情報共有、洗い

出し、改善、会議というふうに掲げておられますように、どのように情報共

有をされて改善、会議という形で行われているのか。また、その成果、評価

ございましたら教えてください。 

 

○友愛福祉会  

はい。指導員の資質向上研修についてなんですけれども、保育園で研修等

が行われておりますので、それに進んで参加するようにしております。また、

色々なトラブルがあるんですけれども、指導員共通のノートがありまして、

みんな仕事が終わる時に、今日どういうことがあったか、どういうお子さん

の様子だったかというのを必ず書いて帰ってもらうようにして、引き継ぎノ

ートを作成しております。それに基づき翌日の日々のミーティングの中で、

どういうふうに同じ方向を向いていったらいいのかというのをみんなで話し

合い、共通の意識として指導員が交代交代で入ることになりますので、それ

を１週間必ずノートに記入し、みんなに伝達していくようにしております。

そのことによって、みんなが私は知らないとかという先生がいないようにし

ておりますので、保護者の方にいろいろ質問されましても全員スタッフが同

じ答えをできるように徹底しております。 

 

○委員長 

改善、会議とは具体的にどのような会議でしょうか。 

 

○友愛福祉会 

 重要なことに関しましては毎月１回の会議がありまして、できる限り参加

できるスタッフが午前中に集まりまして、その問題についてもちろん理事長、

園長も含めまして話し合いに入っていただき、どのような方向性でいくのか、

どのように改善していくのかというのを話し合っております。 

 

○委員長 
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 はい、ありがとうございました。他に委員の皆さまいかがでしょうか。 

 

○Ｂ委員 

よろしいですか。 

 

○委員長 

 はい、お願いいたします。 

 

○Ｂ委員 

事業者概要書を見せていただき、こども園と放課後児童クラブの両方の表

があるのですが、責任者は園長先生と同じ方ですね。主任の方というのは、

よくわからないのでけれど、この給料表の方で統括された主任の方を指して

いるんですか。 

 

○友愛福祉会 

 そうです。 

 

○Ｂ委員 

そうですか。では、この方は時給で働いて固定給というかことですか。 

 

○友愛福祉会 

 固定給にはなります。正規の職員ですけれども。 

 

○Ｂ委員 

正規の職員でこれを時給に直しているということですか。 

 

○友愛福祉会 

 そういうことです。 

 

○Ｂ委員 

 そういうことですか。他の２番から時給、主任や副主任、この方も正規の

職員の方ですか。 

 

○友愛福祉会 

主任は正規の職員になります。他はパートさんです。 

 

○Ｂ委員 

パートというか、日によって勤務が３日とか４日になってくるのでしょう

か。 

 

○友愛福祉会 

 はい、というような方もいらっしゃるので。 

 

○Ｂ委員 

トータルして 17名ですけれども、正規の職員の方は放課後児童クラブの仕

事だけをされているんですか。それとも、こども園の仕事もしながら、例え

ば午前中はこども園で、昼から子どもが通ってくる時間帯には児童クラブに

いかれるのか。その辺はいかがでしょうか。 

 

○友愛福祉会 

主任は、午前中に児童クラブの細々とした仕事をやっていただいておりま
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す。 

 

○Ｂ委員 

後の方も、児童クラブの統括の方、主任の方は児童クラブの仕事だけをさ

れているということですか。 

 

○友愛福祉会 

 そうなります。主任に関しましては。 

 

○Ｂ委員 

 はい、わかりました。 

 

○委員長 

 他、ございませんでしょうか。 

 

○Ａ委員 

 先ほど厳しい家庭環境の子どもへの寄り添いというようなことがありまし

たが、具体的にはどのような例があったのかを差し支えのない範囲で教えて

いただきますでしょうか。 

 

○友愛福祉会 

はい。今お預かりしている上野口小学校にはいないんですけれども、以前、

上野口小学校でおりました。お母さんがしんどいと言ったり、うつ病の方と

か、起伏の激しい親御さんがいてはったのですけれども、その子が持ってく

るお弁当っていうのが、冷凍食品を持って来られたりとかそういうこともあ

ったんですけれども、そこは電子レンジを購入しまして対応させていただい

たり、保護者に負担がないように保護者がどうしても子どもに当たってしま

いますので、そういう保護者の負担を減らすために子どもがお弁当を持って

きていないときは、園に給食を頼みまして持ってきてもらうとかというよう

な対応等もさせていただきました。 

 

○Ａ委員 

はい、ありがとうございます。もう１点、養育不安を抱える保護者には、

上野口小学校との間で支援方法を統一していると書いてあるのですが、具体

的にはどのような支援方法で統一されているのでしょうか。 

 

○友愛福祉会 

はい。おおわだ保育園の方にスマイルサポーターというスタッフがたくさ

ん常駐しておりますので、そちらにまず保護者の方に行っていただいて、そ

こから保育士さんの方から児童クラブへ、こういうふうな支援をしていた方

がいいよというのを教えていただき、それを全スタッフに統一し、保護者に

負担のないように、育児にはこういう保護者の方がいろんな不安を抱えてお

られますので、そういう不安を取り除けるようにケース会議ではないですけ

れども、保育園等で行っております。 

 

○Ａ委員 

それが上野口小学校との支援方法の統一になっているのですか。 

 

○友愛福祉会 

そこからこういうふうに小学校の方にしようと思っているんですけれど

も、学校の方で教頭先生に相談させていただき、学校でこういうふうにしよ
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うと思いますということをお聞きして、なるべく学校と差がないように対応

していかないといけないなと思っていますので、そこはもう統一して話し合

いながら。 

 

○Ａ委員 

それでは、もし学校の支援方法や対応方法と意見が違った場合どのように

するのでしょうか。 

 

○友愛福祉会 

違ったときは親御さんに軽く聞きながら親御さんの意図にあったところ

を、また、学校に報告させてもらって、また調整をしながらしてますけれど

も、主に学校にいる時間の方が長いので、学校になるべく合わせるようにし

ております。 

 

○Ａ委員 

後、親御さんに聞くという場合は、実は学校はこう言っているんですけれ

ども、どうしますかという、我々はこうしたいのですが、学校はこう言って

いますと。どうしますか。 

 

○友愛福祉会 

そこまでは言わないですけれども。こういうご意見もありますけれども、

どう思われますかっていう感じでお聞きすることはあります。どこがこうい

うふうに言ってるんですけどっていうのはないんですけれども、どこのご意

見っていうのは言ってはいないです。 

 

○Ａ委員 

それで今までその学校と放課後児童クラブの支援方法で齟齬があるってこ

とはなかったんですか。 

 

○友愛福祉会 

 ないですね。学校のやり方っていうのも尊重しておりますし、長期休みと

かは私たちの情報を学校側が受け入れてもらってますので特に困ったなって

いう経験は今までないです。 

 

○Ａ委員 

わかりました。以上です。 

 

○副委員長 

 はい。 

 

○委員長 

 副委員長お願いします。 

 

○副委員長 

私の方から２点。地域とのかかわりについてお聞きしたいのですが、企画

提案書の中、今地域とのかかわりで町内会、自治会長や民生委員児童委員と

いった地域組織と相互交流を図るというように記載されているのですけれど

も、具体的にはどのようなことでしょうか。それがまず１点です。 

 

○友愛福祉会 

 はい。地域とのかかわりについてなんですけれども、地域の運動会等があ
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りましたら、そこにスタッフが呼ばれること等があります。その時には、喜

んで参加させていただいたり、子どもたちと一緒にできることで周辺のゴミ

拾いをさせていただいております。また、児童クラブで様々な行事を行う時

に、地域の方に呼びかけたり等をしております。 

 

○副委員長 

そういった場で交流を図られているということですか。 

 

○友愛福祉会 

 はい。 

 

○副委員長 

それともう１点。同じ地域とのかかわりの中に書かれているのですが、災

害時に、指導員を派遣実施というように書かれているのですけれども、例え

ば、今年地震もございましたし、台風 21号というようなこともございました

けれども、そういった時に指導員を派遣した実例などがあれば、お聞かせく

ださい。 

 

○友愛福祉会 

 今回の地震、災害等に関しましては、そこまではなかったんですけれども、

いざ周辺のライフライン等が途絶えましたら、おおわだ保育園で全て管理し

ておりますので、児童クラブの保護者の方に関しましても保育園で全て対応

できるようにお声掛けさせていただいております。 

 

○副委員長 

 具体的に指導員を派遣した例はないということですか。今年に限らず。 

 

○友愛福祉会 

 今のところはないです。 

 

○副委員長 

 そうですか。わかりました。 

 

○委員長 

他、質問等ございませんでしょうか。ないようであれば、質疑応答を終了

いたします。質問は以上で終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。結果につきましては、後日郵送させていただきます。 

 

○委員長 

 委員の皆さま方は、評価をお願いいたします。 

 

○委員長 

それでは、ここで５分間の休憩を入れたいと思います。 

今、会議室の時計で 10 時 19 分ですので、５分後の 10 時 25 分には席にお

戻りいただくようお願いします。 

 

○委員長 

審査再開の準備はよろしいでしょうか。 

  

〇事務局 

はい。 
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（四宮小学校、沖小学校、北巣本小学校、東小学校） 

〇委員長 

それでは、審査を再開させていただきます。四宮小学校、沖小学校、北巣

本小学校及び東小学校放課後児童クラブの応募事業者は学校法人門真めぐみ

学園です。 

 

（事業者入室） 

 

○事務局 

事務局から１点ご報告がございます。１事業者から複数の児童クラブへの

応募があった場合、児童クラブごとに出席者の変更を認めます。ただし、円

滑な進行のため、質疑応答時間につきましては東小学校放課後児童クラブの

プレゼンテーションを行った出席者が引き続き説明することといたします。 

 

〇委員長 

それでは、これよりプレゼンテーション審査をはじめます。プレゼンテー

ションでは、企画提案書の記載事項のうち特にＰＲしたい事項についての説

明等を１校につき１０分以内でお願いいたします。はじめに、四宮小学校放

課後児童クラブのプレゼンテーションを行った後、引き続き沖小学校、北巣

本小学校及び東小学校放課後児童クラブの順にプレゼンテーションを行って

ください。 

全校のプレゼンテーション時間終了後、質疑応答に移ります。質疑応答は、

30分間で、質問には簡潔明瞭にお答えください。なお、審査で発言された内

容は全て記録され、必要があれば公表することもありますので、ご了承くだ

さい。それでは、四宮小学校放課後児童クラブのプレゼンテーションからは

じめてください。 

 

＜門真めぐみ学園 プレゼンテーション＞ 

（門真市情報公開条例第６条第２号の規定により不開示） 

 

○委員長 

はい。ありがとうございました。以上で学校法人門真めぐみ学園のプレゼ

ンテーションは終わりました。委員の皆様から、企画提案書の内容も含め、

プレゼンテーションに対する質問を行っていただきたいと思います。いかが

でしょうか。 

 

○Ｃ委員 

ではお願いします。今、お迎えが東小学校では多いとお伺いしましたけれ

ども、高学年は集団で下校されると思うのですけれども、５時までにお迎え

に来られなかった場合の対処など、そういう方はおられるのか、お聞きして

よろしいでしょうか。 

 

○門真めぐみ学園 

一応、連絡ブックの方に今日は何時何分ごろに誰が迎えにくるのかという

のは必ず書いてもらうようにしてるんです。一覧の紙に子どもの名簿があり

まして、「お迎え」、「集団下校」をそれに対して書き込んでいって、例えば５

時までに来られるなことになっていれば、５時過ぎてもお迎えでこちらの方

は対応させてもらってます。 
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○Ｃ委員 

わかりました。 

 

○Ｂ委員 

４つのクラブを運営されているということで、ご苦労も多々あるかと思う

のですが、この提案書の中で、４つのクラブの交流会を開催されているとい

う他のところにはない良さも見受けられるのですけれども、具体的に移動の

こととか、場所等、実施するとなると大変かなと思うのですけれども、具体

的に教えていただきたいなと思います。また、苦情の解決方法がきちんとさ

れているのが印象的でした。受付の窓口を設置されている、また指導員に対

する苦情については、これは窓口別なのか少しわからないのですが、苦情解

決用紙を活用して対応されているという点。その苦情対応について、具体的

にどのようにされているのか教えていただければありがたいです。 

 

○門真めぐみ学園 

場所ですけれども、中間に四宮がありますので、四宮の運動場をお借りし

てやっております。１つは、ドッジボール大会をやっております。もう１つ

は夏休みの間に、ちょうどお盆なんですけれども、お盆は登室児童が少ない

ので、そのときに交流会やろうということで、四宮の児童クラブに子どもた

ちを集めて、集めるときに夏ですので、幼稚園のバスを使わせていただいて、

バスに乗せて四宮に運んでやると。３日間やったんですけれども、１日目は

全員でクイズ大会、それからヨーヨー釣り、ちっちゃなプール。こちら側か

らやったイベントはそんなもんですかね。あと、子どもたちはどうなのかな

っと思ったのですが、結構すぐ仲良くなりまして、写真に出ておりますよう

に、東の支援の児童が四宮の女の子と仲良くなって一緒に遊ぶということが

ありましたので、交流会もなかなかいいかなというに思っております。来年

も続けていきたいです。 

それから苦情解決なんですけれども、基本めぐみの方に窓口を設けている

んですが、そこに苦情が出されるということはまずないですね。ほとんどの

場合は、迎えに来るときとか、またはブックに「うちの子がここを怪我して

るけど、これは何ですか」というような話があるんですけれども、その時は、

私たちが知ってるのはすぐ答えられますけれども、知らない苦情に関しては、

子どもを呼んで、また関係する子どもを呼んで、「どういう事情でこうなった

ん？」ということを聞いた上で、親には連絡するいう形をとっております。 

 

○Ａ委員 

３点あるのですが、１点目は、私も苦情解決用紙のことですが、具体的に

どんなふうに使われているのかということと、これをやることのメリットで

すね。それから、なかなか解決しないような事案もあるかということ。これ

が１点目です。  

それから２点目ですが、担任制をとっておられるということ。そこで先ほ

ど、担当の先生の方から物語をつくると。それでどんな物語ができているの

かなというようなこと。これが２点目です。 

３つ目は、虐待のところで、子ども未来応援ネットワークとの協力のこと

を書かれているのですが、子ども未来応援ネットワーク事業との協力内容ま

たは協力体制とについて、どのようになっているのか。この３点を教えてく

ださい。 

 

○門真めぐみ学園 

今までの苦情解決用紙に指導員が書いて、それで全部で話をするというこ

とはありません。今まではなかった。これをやる目的は、親からの苦情に対
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して、中身もそうですし、どう解決していくのかということをその児童クラ

ブの指導員が共有するという目的のためにつくってるんですけれども、ここ

まで書いて何か会議しようということはないんです。それから、担任制をと

って、担任と児童が近い関係をつくろうということなんですけれども、当然

日々の生活を一緒にしておりますから、子どもと指導員でいろんな出来事が

ありますわね。物語というのは、つまり「経験」と言っていいと思うんです

けれども、いろんな経験を積むと。それは例えば工作をしたり、それから後

ろの壁画を作ったり、それから一緒に野菜を育てたり、そういう経験を積む。

経験が物語となるのもあるし、ならないのもあるんですけれども、そういう

経験を積む中で物語として、子どもたちの中に生まれれば、児童クラブを自

分のものにできると。親に対しても「今日こんなことがあった」と。例えば

私は北巣本なんですけどね、９月ごろ４年生の女の子が走ってきて「先生、

運動会で一等賞とりたいねんけど、どうしたらいい？」というふうになって

「そうなん。短距離は、スタートで決まるからそれを練習しようか」と。こ

こからそこくらいまでの距離をダッシュ。３０分くらい練習させたんですね。

「なんで運動会で一等賞とりたいん？」と訊くと、「お母さんが今度頑張りや

と言っているのでやりたい。」それで運動会で走りまして、一等賞とったんで

す。「どうやった？」と訊いたら「お母さんに赤い自転車買ってもらう」と言

うのですね。だから、そういう話がいろいろとできれば、児童クラブが子ど

もにとって意味のあるものになるのかなと思って物語で言ったんです。 

それから、未来ネットワークとの協力ですけれども、未来ネットワークの

先生が児童クラブに来られて児童クラブも協力してほしいとおっしゃったの

で、「わかりました」ということで、めぐみの関係の指導員全員を集めまして、

来ていただいたんです。ネットワークでこんな事業してるからメンバーにな

ってほしいということでしたので、「全員になりましょうか。」ということで

メンバー登録しております。 

 

○副委員長 

よろしくお願いします。指導員の方について、何点かお聞きしたいのです

が、４クラブを運営していただいて、指導員や補助員の方がいらっしゃいま

すね。それは、それぞれのクラブで専属なのか、ある方がローテーションで

クラブを回られているのか、まずその点について教えてください。 

 

○門真めぐみ学園 

 専属です。 

 

○副委員長 

 それぞれ専属ということですね。その中で、実績報告書を見させていただ

きますと、東小の指導員がかなり多いですよね。数字だけ見ますと、児童数

８７人に対して２０人。ところが四宮になりますと倍の児童数１６７人に対

し、指導員は１名少ない１９人という状況。加配指導員が東小の方が多いと

いう事情もあるとは思うのですが、それにしてもかなり多いのかなというと

ころで、先ほどありました５時以降のお迎えの話ですとか、そういうところ

のことがあったりするのかなと想像するのですが、この２０名はなぜこれ程

多いのかというところを教えていただけますか。 

 

○門真めぐみ学園 

指導員が２０名ということですよね。現実には２０名は、毎日は来ていま

せん。いわゆる在籍ですかね。例えば月、水、金しか来られない方とか、火、

木しか来られない方とかを含めての人数なんです。現在で言えば支援加配は

７名です。それで、クラスで４名で１１名です。一番当初のときは、１２名。
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１２名ですけど１２名の方が全員毎日出るてなったらみんなが総倒れになり

ますよね。そのために、人数としては２０名を確保してシフトみたいな形で

ローテーションを作っているということでお答えになりますでしょうか。 

 

○副委員長 

わかりました。簡単に言うと短時間の方が多いということ、頭数が多いと

いうことの理解になるのですね。 

 

○門真めぐみ学園 

学生とかですね。今求人をしているんですよ。でもなかなか集まらないん

です。１週間月から土曜まで連続して勤務していただける方がいれば一番い

いんですけれども、人がないんですね。３日だったいいよとか土曜日だった

らいけるとなるわけです。そうすると人数を確保するため、学生も入れ、２

日勤務の方も入れるという形になりますので、東は２０名なんです。 

 

○副委員長 

確保策をお聞きしようと思いますが、やはりハローワークなどにもお声が

けするようなご苦労をなさっているんでしょうか。 

 

○門真めぐみ学園 

ハローワークでは人が集まらないんです。今の求人は、ほとんどが派遣会

社がプールしてるわけですね。派遣会社にほとんどの人が登録してて、そこ

から出向するというのが求人の形みたいなんですわ。派遣会社に登録しない

人はほとんどいなくて。だから、一般にめぐみの方からチラシとかで募集し

てるんですが、なかなか人が集まらない。人がいないんです。 

 

○副委員長 

わかりました。職員の配置基準については、今、国でもちょうど議論され

ているところで、我々も動向を注視しているとこなのですが、かなりご苦労

をなさってるということがわかりました。ありがとうございました。 

 

○委員長 

では、私の方から２点お伺いいたします。支援が必要な児童を多く受け入

れておられると伺いました。特に重度の方もおられるということで、個別の

支援計画等も、ご家庭とも学校とも連携しながら立てていくことが必要であ

るかと思いますが、その中で、学校、保護者との連携の中で今課題に思って

おられることがありましたらお尋ねしたいと思います。 

 

○門真めぐみ学園 

子どもにもよるんですけど、基本、自閉症の関係の子どもが多いんですね。

他の児童との間でトラブルになるということもありますので、「今日こんなこ

とがありました」とかそういうことは保護者に伝えます。ほとんどの保護者

の方がお迎えなんです。やっぱり自分の子どもことが気になるので、集団下

校で「帰って一人でおりや」とはならない。ほとんどの保護者が迎えなので

迎えの時に「今日こんなことがありました」「今日こんなことを頑張ってまし

たよ」という話を伝えながらやるっということが１つと、うちに今４年生の

重度の支援児童がいるんですが、その子に話しかけて「自分で一番いいとこ

はどこと思う？」というふうに訊いたら、「自分は宿題はちゃんとするとこや」

と答えるんですね。でも、あまりしないんですよ。でもを答えて。ある日、

お父さんが来られた時に「今日全部宿題しましたよ」「帰ってきたらすぐしま

したよ」と褒めたら、お父さんも「そうですか」と喜んでて、それから宿題
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をやるようになったんです。だから子どもに対する接し方とか、子どもの何

にこう訴えていけばいいのかということを一人一人違いますから、それを私

たちが知って、親、保護者と協力するというふうにしていかないと駄目かな

と思っています。 

 

○門真めぐみ学園 

東も先ほど言ったように多いんです。学校の先生ともね。先ほどの１人の

子のことを言ってたんですか、学校の先生とも、それから東ではひまわり学

級というんですけれども、その先生とも一緒にお話をさせてもらいながら、

できること、次の課題みたいなものも一緒に共有させてもらって、ぼくらの

側も打ち合わせの時間に「学校とこう話し合って、この子、今こういう状態

やから」っといった支援ノートみたいなものがありますので、それを「見て

おいてください」ということでうちの中は共有しながら、学校と連携しなが

ら、各子どもについては。ただ、さっき言ったように、１０人全部違うんで

すよ。だから学校に聞きながら、僕らも一生懸命見ながら、あったことは全

部ノートに書き込んでいきながら共有していくというような形をとっていま

す。 

 

○門真めぐみ学園 

一応課題といたしましては、学校との連携という部分においては、学校で

加配という名前がつく方に関しましては、こちらの方に連絡していただくこ

ともあるんですけれども、それが保護者の方が支援は必要ないと思われてい

る方もいるので、今後の課題といたしましては、学校が加配をつけるという

児童に関して、児童クラブと連携していきたいなというのがこちらの方もご

ざいまして、そこが課題で言えば課題かなと思います。以上です。 

 

○委員長 

ありがとうございました。こちらの方にも、書いていただいているんです

けれども、児童クラブにおける支援体制に関して学校がほとんど知らないよ

うなこともあると書いていただいておりましたので、その実情に関して伺い

たくて質問しました。本当に子どもたちがサポートのネットワークという形

の中に子どもと保護者が真ん中にいて、専門家との連携ということも課題に

挙げておられました。その中でより良い支援ができていければ良いなという

思いで質問させていただきました。もう１点ですが、地域性がそれぞれある

と思うのですが、各地域によって、連携しておられるような取り組みは何か

ございますでしょうか。お聞かせください。 

 

○門真めぐみ学園 

日常的に地域と連携することはまずありません。だいたい無理ですね。た

だ、地域が校区清掃を全部でやるというのがありますので、そのときは学校

の周りを清掃するというような協力体制を取ってやっておりますけれども、

地域の住民とか地域の団体となんか協力していくということは現実にはない

ですね。 

 

○委員長 

全校、４校ともということですね。 

 

○門真めぐみ学園 

そうですね。地域活動の中に入るというのはちょっと。 

 

○委員長 
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 はり。わかりました。ありがとうございました。 

 

○委員長 

他に質問はありませんか。ないようであれば質問は以上で終わらせていた

だきたいと思います。ありがとうございました。結果につきましては、後日

郵送させていただきます。 

 

 

○門真めぐみ学園 

ありがとうございました。 

 

○委員長 

委員の皆様方は、評価をお願いいたします。 

 

○委員長 

それでは、ここでお昼休憩を入れたいと思います。 

会議室の時計で午後０時 45分には席にお戻りいただくようお願いします。

ありがとうございました。 

 

○委員長 

審査再開の準備はよろしいでしょうか。 

  

○事務局 

はい。 

 

（門真小学校、脇田小学校、砂子小学校、門真みらい小学校） 

〇委員長 

それでは、審査を再開させていただきます。 

 門真小学校、脇田小学校、砂子小学校及び門真みらい小学校放課後児童ク

ラブの応募事業者は、社会福祉法人 向日葵福祉会です。 

 

（事業者入室） 

 

○委員長 

それでは、これよりプレゼンテーション審査をはじめます。プレゼンテー

ションは、企画提案書の記載事項のうち、特にＰＲしたい事項についての説

明等を１校につき 10分以内でお願いいたします。はじめに門真小学校放課後

児童クラブのプレゼンテーションを行った後、引き続き脇田小学校、砂子小

学校及び門真みらい小学校放課後児童クラブの順にプレゼンテーションを行

ってください。 

なお、プレゼンテーションの際、応募している４校の小学校放課後児童ク

ラブにおいて共通する部分については省略していただき、差異が生じる部分

について説明をお願いします。その後、質疑応答に移ります。 

プレゼンテーションの時間は、各小学校放課後児童クラブについて 10分以

内とし、全てのプレゼンテーションとも開始後、５分が経過した段階でベル

を鳴らします。また５分後に再度ベルが鳴った時点で、当該放課後児童クラ

ブのプレゼンテーション時間はその時点で終了となります。全校のプレゼン

テーション時間終了後、質疑応答に移ります。質疑応答は、30分間で、質問

には簡潔明瞭にお答えください。なお、審査で発言された内容は全て記録さ

れ、必要があれば公表することもありますので、ご了承ください。それでは、

門真小学校放課後児童クラブのプレゼンテーションからはじめてください。 
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＜向日葵福祉会 プレゼンテーション＞ 

（門真市情報公開条例第６条第２号の規定により不開示） 

 

〇委員長 

時間が少し早くなっているのですが、以上で、社会福祉法人 向日葵福祉

会のプレゼンテーションは終わりました。委員の皆さまから企画提案書の内

容も含め、プレゼンテーションに対する質問を行っていただきたいと思いま

す。皆さまいかがでしょうか。 

 

〇Ｂ委員 

 よろしいでしょうか。まず感心しましたのは、業務マニュアルがきちんと

されている、これだけの 76名の方、短時間の方がスムーズに業務に向き合え

るような、わかりやすいマニュアルになっているところが感心しました。そ

の中で、例えば苦情対応の体制ですけれども、第三者委員に連絡と書いてあ

りますが、まず第三者委員とはどのような方に当たっていただいているのか

教えてください。 

 

〇向日葵福祉会 

 第三者委員ですけれども、最終的に第三者委員に当てておりますのは、地

域の主任児童委員さんだとか、法人のすべての第三者委員としてお願いして

いるんですね。地域の方が第三者委員、もしくは最初の児童対応でしたら本

部のスマイルサポーターだとか、そういった研修を受けた相談員だとか、あ

と本部の職員が苦情対応に当たります。それでも解決できない場合は、その

第三者委員の地域の方のお名前とお電話番号を頂戴しておりますのでそちら

の方にかけさせていただいております。 

 

〇Ｂ委員 

 非常にですね、子どもたちのトラブルなどの対応は難しいかなとは思って

いるのですけれども、どのように保護者の方が納得できるような対応をなさ

れているのでしょうか。 

 

〇向日葵福祉会 

 実はですね、長年させていただいているという意味では、当初から児童ク

ラブに在籍している職員がたくさんおりますので、そういうことで正直なと

ころ本部まで苦情が上がってくるケースが少なくて、現場ですべて対応して

くれているのですが、まずは子どもたちの様子をよく見ておいて、その状況

を質問される前に、先に電話そしてブック等でお母さんたちにトラブルがあ

ったケースは先に伝えておきます。加害者、被害者という言葉はあまり好き

ではないのですけれども、トラブルが起こった関係者すべてに前もって連絡

しておきます。その段階で大抵は解決しております。それでも納得できない

方に関しましては、必ず連絡してきてほしいということを入会説明会のとき

に説明してありますので、直接指導員の方に連絡がかかってきます。そこで

再度丁寧に説明してもらいます。もし、万が一、それで確かに過去には解決

できなかったケースもあるので、そういった場合は本部職員の私たちが仲裁

に入りまして、児童クラブの方でその保護者の方に聞き取りをしまして、再

度対応させていただくという方法で解決してまいりまして、現在のところ、

私たちが出ていかないといけないようなトラブルはありません。 

 

〇Ｂ委員 

 最後ですけれども、たくさんの従業員の方を雇用されているわけですけれ
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ども、非常に今、確保するのは難しいと思いますが、時給を見させていただ

いて決してそれ程高いわけでもなく、普通ですよね。それなのに離職率が非

常に低いと言われていましたけれども、どういう点で離職率の低下に繋がっ

ているのか教えてください。 

 

〇向日葵福祉会 

 離職率がとても低いのは砂子小学校放課後児童クラブですけれども、まず、

本当に仲が良いんですよね。皆さん、単純に本当に仲が良くて、砂子小学校

放課後児童クラブは 12年間運営させていただいているのですけれども、設立

当初からずっといてくださっている方が半数いておりまして、途中で学生さ

んが卒業すると見送ったりもするのですけれども、基本的には職員同士の人

間関係で退職される方とか、そういった人間関係が悪いということを実際聞

かないですし、非常に皆さん仲が良くて、慈善精神がすごく高い方が、本当

に僕らのおかげでも何でもなくて、本人さんたちが非常に素晴らしい人格な

んだなというふうに思います。運が良かったと思っております。 

 

〇向日葵福祉会 

 加えてよろしいでしょうか。実は適材適所に人を配置する、得意なところ

で非常に力を発揮していただいているのです。担当が配置するのですが、例

えばクラブ活動で書道をずっとしてこられた先生には、「クラブ活動で書道を

やってみてくれへん。」というような声をかけて、クラブ活動で力を発揮して

いただいて、やりがいを感じていただく。もう一点に関しては、無理はさせ

ない。例えば、年配の先生に同じようにサッカーしに行ってだとかいうよう

な指導はいたしませんので、それに関しては学生さんにお願いして、長期休

みはたくさん学生さんを登用して、その期間だけ長い時間ですので、サッカ

ーをやったり、あとサッカークラブのコーチに関してはサッカー大会とか、

担当が絶えず適材適所に人を配置しますので、本人も得意な分野で力が発揮

できるところに、うちの法人ではやりがいを感じて残ってくれているのでは

ないかなと思います。 

 

〇委員長 

 ほか、ご質問ございませんでしょうか。 

 

〇Ｃ委員 

 配慮が必要な児童への理解・体制ですけれども、現在障がいのある方を何

名かもっておられますか。 

 

〇向日葵福祉会 

 障がいを持っている児童が何名かいるかということでしょうか。 

 

〇Ｃ委員 

 はい。指導とか、特定の先生を付けておられるとか、体制はどのようにさ

れておられますか。 

 

〇向日葵福祉会 

 必要なお子さまはたくさんおられます。市の方に毎月報告させていただい

ているのですけれども、例えば一番多いところですと、脇田小学校放課後児

童クラブでは、重度と言いまして１対１でつかなければならない子が６名お

りまして、中度の子が４名おります。門真みらい小学校の方がたくさんおり

まして、砂子もそうなんですけれども、申し訳ないのですけれども、私たち

も配慮がいるお子さんに対して、原則は同じ人が対応するのが心の安定に繋
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がって、非常に良いのは存じているのですが、ただ児童クラブの体制上、例

えば毎週月曜日から土曜日まで来られている先生は限られておりまして、や

はり週ごとに来られる先生が変わったりする場合がございますので、支援の

先生をずっと同じ人で、ずっと同じ人で配置するという難しさ、それともう

一つは重度の非常にパニックになったり、ときには叩いたり蹴ったりという

ことがあったりしまして、支援員も本当に心も体も疲れるということもあり

まして、やはりその日とか、例えば時間帯によって変えるというのが今の現

状になっております。ただ、支援の方法が変わっては子どもの不安定に繋が

りますので、その支援の方法を安定させるために、個別の指導計画それから

教育支援計画を立てまして、もちろん横のつながりそれから年度を超えても

同じような支援方法で支援できるような体制をとっております。 

 基本的には、支援員の質を担保するために、臨床心理士の先生、専門の先

生をお呼びして、研修を行います。そして指導計画の書き方の指導を聞きま

す。それに年に３回、必ず巡回をしてもらいまして、先生、子どもも見てい

ただくのですけれども、直接というよりは支援員がどのように支援していく

か、適正な支援ができていない場合には例えば指導を受けますし、適切な支

援方法があればそのときに教えていただいたりして、それをすぐに実行する。

保護者の方にも理解を得られるように説明していく、というような体制をと

っております。 

 また、支援を認定された子以外にも非常に集団生活が難しい子どもはたく

さんおりますので、そういった子どもやお母さんへのアプローチと言います

か説明、適切な専門機関に繋ぐというようなことも合わせて力を入れており

ますので、専門機関に繋ぐという役割も果たしております。 

 

〇Ｃ委員 

 ご苦労様です。そういった場合、やはり学校とも昼間の生活から放課後の

生活の方に繋がると思いますので連携はどのようにされておりますでしょう

か。 

 

〇向日葵福祉会 

 ありがとうございます。実はですね、学校との連携が非常に大事でして、

学校の方にも、まず年度はじめには、学校の先生方と指導員とで配慮のいる

子をピックアップして、学校ではどういう様子かという情報交換会をしてい

ます。そして、その都度、集団が難しくなってきたのではないのかなという

お子さまには、こちらからアプローチして、学校の先生に様子を伺ったりだ

とか、うちではお母さんにこういうふうに専門機関に繋げたいと思うのです

が、お母さんとお話しさせてもらった方がよろしいでしょうかということを

その都度、学校の方にお話しをさせていただいて、連携を取りながら対応を

させていただいております。 

 

〇Ｃ委員 

 学校と保護者の方とすべて連携を取っていらっしゃるということで、ご苦

労様です。 

 

〇向日葵福祉会 

 ありがとうございます。うまくいかないこともあるのですけれども。 

 

〇委員長 

 他の委員の方、いかがでしょうか。 

 

〇Ａ委員 
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 ３点、１点目として、特色ある取り組みの中に、ボランティアに定期的に

来ていただいていると、なかなかボランティアを探すのは難しいと思います。

その中でどのようにボランティアを探しておられるのか、それから定期的と

はどの程度の頻度なのか、それからボランティアに来ていただくことの子ど

もに対する効果、これが１点目です。 

 ２点目も特色ある取り組みで、指導員の得意分野を活かしたクラブ活動、

学校の者はきっと喜んでいると思うのですけれども、そのクラブには子ども

たちはどのように参加しているのか、好きな所へ参加しているのか、あるい

は４月に入って１年間それをやるのか、もう少し具体的に。また、クラブの

効果ですね、それが指導員さんへの負担になっていないかも含めてお願いし

ます。これが２点目です。 

３点目ですが、やはり保護者の方、指導員の方とのトラブルになった場合

ですね、そういうことがあるのかもしれないですが そのようなことがあっ

た場合どのように解決するのか、どのような方針で解決していくよう指導し

ているのか、以上３点、先ほどの質問と少し重なるかもしれませんが、教え

ていただきたいと思います。 

 

〇向日葵福祉会 

 一応、まずボランティアさんですけれども、理事長がボランティア団体の

代表の方と繋がりがありまして、どのようにボランティアの方と繋がったの

か、人脈でやっているので、詳しくは僕の方におりてきていないのですけれ

ども、どれくらいの頻度でボランティアの方と関わるのか、先ほども少し申

しましたように、子ども炊き出し食堂というものを各学校でやらせていただ

き、最低でも年に３回くらいはボランティアさんが総勢 30名くらい集まって

いただいて、色々な所から寄付を、例えばサッカーボールであるとか、時に

はサッカーシューズであるとか、自転車であるとか高額なものも含めて色々

ご寄付いただけるのです。そのときにビンゴ大会で好きなものを持っていっ

ていいよとしておりましたし、その子ども炊き出し食堂以外にも不定期では

あるのですけれども、色々ボランティア団体さんから今回はこういう物を寄

付したい、あとは年度末に毎年枚方パークに全学年の子どもたちを対象に招

待させていただいたりしているのですけれども、それもボランティアさんが

金額までありとあらゆる面で動いていただいているところでございます。 

 あとは、クラブ活動ですけれども、これをやってくれ、あれをやってくれ

とこちらからお願いしているわけではなくて、その先生が昔趣味でやってき

た大正琴であったりとか、手先が器用な方は工作であるとか、その先生自身

が手上げ方式でやらせていただいているので、自分たちで自主的にやらせて

いただいているので、運営は先生にお任せさせていただいていますが、一つ、

強制はしないでください、選択制であり、任意性であるということはお伝え

しております。 

子どもたちへの効果といたしましても、僕らも今思っていることですけれ

ども、子どもたちにとって一番大切なことは、家で経験できないことを経験

させてやるということがとても重要になると思いますので、そういった意味

ではすごく良い効果があると思います。 

 

〇向日葵福祉会 

 様々なトラブルが現場であるのですが、基本的な方針としてはとりあえず

丁寧に聞く。何時間かかっても正直な所、現在では聞き取りをして、大抵の

トラブルのケースは聞いて解決ということもたくさんあります。皆さんわか

ってくれたらいいわ、ということもありますが、双方聞いて、調整を私たち

がする。正直なところ、現在のところ、それでももし、解決できない場合は、

実は理事長が法人内に顧問弁護士をきちんと用意してくれておりますので、
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そこにお世話になることは現在のところ児童クラブではないのですけれど

も、万が一大きなトラブルになったら解決も合わせて準備はしております。

大抵は双方の意見、子ども同士のトラブルでありましたら、子ども同士での

聞き取り、そして保護者の聞き取りをした段階で現場では解決しております。

必ず、もし現場で手に負えないようなことが起きましたら、担当なり私なり

が行きまして、必ず複数で対応する形でやっております。 

 

〇Ａ委員 

 はい。わかりました。 

 

○副委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

〇委員長 

 お願いします。 

 

○副委員長 

 では、私の方からよろしくお願いします。冒頭、ご説明があったのかもし

れませんし、重なる部分もあるかもしれませんが、確認のためにということ

でお願いします。今度からもしお願いするということになれば、新たに取り

組んでいただく門真小学校放課後児童クラブについてですが、法人様がどん

どん変わりますと子どもたちへの影響ということも心配していまして、申し

訳ないなという気持ちもありながらなのですが、もちろん運営、引き継ぎの

面で、もしお願いするということになればスムーズにお願いしたいのですが、

特に支援員さん、かなり大きな規模のクラブですので、ごっそりと支援員さ

んが変わってしまうということはどうかなという危惧もしております。その

辺りで、今お願いしている法人さんと仲も親しいというご説明もございまし

たので、今勤めていらっしゃる支援員さんについて、何人か残っていただけ

るのか、どの位の割合で残っていただけるのかというお話を既にされている

のであれば教えていただきたいと思います。 

 

〇向日葵福祉会 

 今現在、具体的に何人残っていただけるとかそういった話は行われていな

いかと思います。ただ、現在受託されている法人とうちの理事長との話し合

いの中では、条件等あるかと思いますが、基本的には今働いている職員さん

は残して、プラスうちの法人の支援員から何名か、理想は半々位が一番いい

のかなという話はしているそうです。ですので、今この段階で、条件等含め

て何人残ってください、全員残ってくださいということは決まっておりませ

ん。 

 

〇副委員長 

 わかりました。そうですね、時期的にまだお願いすることになったわけで

はございませんので、親しい間柄というふうにお伺いしたので、そういう話

があるのであればと思いお伺いしました。 

もう一点だけお聞かせください。配慮が必要な児童のところで、法人独自

で臨床心理士の方とか、学校心理士の方とかに来ていただいていると記述さ

れているのですけれども、３クラブどこから来ていただいているのかという

ところと、またどの位の頻度で来られているのかということを教えていただ

きたいと思います。 

 

〇向日葵福祉会 
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 運営母体が認定こども園、それ以外にも大阪市内に３つありまして、そこ

にたくさんの配慮児を現在インクルーシブ保育でお受けしているんですね。

そういった子どもさんに対するどういう関わり合いをしたらいいのかという

ことを、理事長の奥様、大宮の施設長ですけれども、色々なところに勉強に

行きまして、研修会の講師の先生が、今現在研修会に来てくださっている教

育カウンセラーの先生で、大変具体的でわかりやすかったので、法人で勉強

会をしようということで法人にお呼びしたんですね。その先生のご主人が臨

床心理士をされておりまして、私たちの取り組み等をお話しして、お力を貸

していただきたいとお話ししたところ、「力になりましょう。」と引き受けて

くださって、力を貸してくださいまして、その中から実は児童クラブも運営

している。児童クラブの方も、たくさん困っている子がいるので、巡回の方

をお願いできないかという依頼をしまして、もう長年に渡って来てくださっ

ていて、頻度に関しましてはその年によって、研修会の回数がその年によっ

て違うのですけれども、巡回の頻度は１年間に３回ございます。 

 

〇副委員長 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

〇委員長 

 他、ございませんでしょうか。 

 では、私から１点お伺いいたします。とても支援員さんの質の向上という

ことを意識しておられる事業者様だなと、お話を伺いながら感じていたので

すが、今度、新しい児童クラブということが話にあがる中で、情報の共有と

いうことがとても重要になってくると思うのです。支援の子どもも毎日同じ 

方にならない、ということも起きてきているかと思うのですが、情報の共有

という点で、特に気をつけておられる点がございましたらお聞かせください。 

 

〇向日葵福祉会 

 まず、全体的な情報の共有ということで申しましたら、必ず月１回、法人

内の児童クラブのリーダーを集めまして、法人内会議を行っております。そ

こで、もちろん配慮児童のそれぞれ困っていることや議題になっていること、

保護者のケースで困っていることについて、解決策を探ります。 

配慮児につきましては、情報の共有が必要ですので、臨床心理士の先生や

教育カウンセラーの巡回の先生と情報の共有をする、13 時もしくは 13 時 30

分から各クラブ毎日ミーティングを行っているんですね。そこで必ず配慮児

さんの様子等も話し合っております。法人全体では月に１回リーダー会議、

それぞれのクラブでは毎日 13 時 30 分からミーティングを行う、配慮児に関

しては年間約６回位ですけれども、各校の配慮児に当たっている先生方を集

めて、色々な意見交換会や情報交換会をしております。 

 

〇委員長 

 ありがとうございました。また、もう１点ですけれども、小学校に上がる

にあたって、滑らかな接続をとても意識しているおられるのだなと思いまし

た。必要であれば要保護児童などは在籍していた幼稚園、保育園に連絡を取

りながら就学前の様子、家庭状況などを聞いているということがありました

が、個人情報等を含めてどのようなことに気を付けながら連携をしておられ

るのかということ、どのようなことを目的としておられるのかを含めてお聞

かせください。 

 

〇向日葵福祉会 

 私どもの法人は認定こども園ですれども、やはり小学校と違いまして、そ
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の年代の保護者と非常に密接にお話しさせていただく機会がたくさんありま

すので、情報を持っていらっしゃいます。最初に、情報をお願いする場合は

公の機関にそういう情報を持っていらっしゃらないかを問い合わせたりもし

ます。もちろん、私たちが認定こども園で情報を漏らさないということも含

めてお願いをして、保健センターや家児相にお願いして情報がある場合はい

ただきます。各幼稚園さんにですとか、私たちの意見もしくはお電話できち

んとお伝えをして、得られた情報をどこから聞きましたとかは絶対言わずに、

私たちの指導の参考にさせていただきたいので、もしいただけるようなら様

子をお聞かせいただけますかとか、そんな安心できる遊び、安心できる場所

を中心に聞かせていただくようにしています。 

それから個人情報ですけれども、保護者の方には個人情報も含めてこうい

った支援計画を書きますよということは文書で通達しておりますし、個人情

報はすべてクラブ内から持ち出さないこととしておりますし、鍵付きのロッ

カーに保管することとしておりますし、聞き取った内容も必ず個人ではなく、

建物内から出さないように一応指導としてはしておりますので、きちっと守

ってくれているかなと思います。 

 

〇委員長 

 ありがとうございました。委員の皆さまいかがでしょうか。ないようです

ので、質問は以上で終わらせていただきます。結果につきましては、後日郵

送させていただきます。 

 

○委員長 

 委員の皆様方は、評価をお願いいたします。 

 

○委員長 

それでは、ここで５分間の休憩を入れたいと思います。 

今、会議室の時計で２時ですので、５分後の２時５分には席にお戻りいた

だくようお願いします。 

 

（速見小学校） 

○委員長 

それでは、審査を再開させていただきます。速見小学校放課後児童クラブ

の応募事業者は、学校法人邨橋学園です。 

 

（事業者入室） 

 

それでは、これよりプレゼンテーション審査をはじめます。プレゼンテー

ションは、企画提案書の記載事項のうち、特にＰＲしたい事項についての説

明等を 10分以内でお願いいたします。プレゼンテーション開始後、５分が経

過した段階でベルを鳴らします。また５分後に再度ベルが鳴った時点で、事

業者のプレゼンテーションはその時点で終了となり、質疑応答に移ります。

質疑応答は 15分間で、質問には簡潔明瞭にお答えください。なお、審査で発

言された内容はすべて記録され、必要があれば公表することもありますので、

ご了承ください。それでは、プレゼンテーションを始めてください。 

 

＜邨橋学園 プレゼンテーション＞ 

（門真市情報公開条例第６条第２号の規定により不開示） 

 

○委員長 

ありがとうございました。以上で、学校法人 邨橋学園のプレゼンテーシ



 - 28 - 

ョンは終わりました。事業者より今後のビジョン、指導員のことについて質

問もありましたがそれは後ほど事務局からの回答ということでよろしいんで

しょうか。後ほど時間をとらせていただくといたしまして委員の皆さまから

企画提案書の内容も含め、プレゼンテーションに対する質問を行っていただ

きたいと思っております。いかがでしょうか。 

 

○Ｃ委員 

今の話では学校との連携を密にされているようですけれども、地域とのつ

ながりは具体的に何か行事とかまた活動がありましたら教えてください。 

 

○邨橋学園 

直接的な行事とかの活動連絡中ではありません。ただ、やっぱりいろんな

地域の方中で子どもたちがどう動いているかということ、それとか子ども自

身がその地域の方にどういう風にに参加しているかというのも校庭開放委員

会であるとか子ども会の役員さんの中から拾ってそれをまた指導の中に生か

していくという形ではつながっております。 

 

○Ｃ委員 

いろいろ情報がある方は、何かあれば連絡ができるということですね。わ

かりました。 

 

○委員長 

他、ございませんでしょうか。 

 

○Ｂ委員 

人材確保が大変困ってるというような発言だったと思うんですけれども、

いろいろ原因はあると思うんですけれども、今考えておられる原因と、それ

をどういうふうに克服していくかという考えがありましたらお願いします。 

 

○邨橋学園 

一番困ってるのは、実際に子どもたちがいる部屋の構造と合計面積でされ

てるところです。この字の形の部屋 40人学級が２つを繋がっててなおかつそ

の中の壁は取り除かれてない。この字の形の中で以前 100人でやってました。

26年の夏に、夏休みだけを受け入れてほしいということを別室を離れたとこ

ろ、10ｍ位離れた部屋を使って面積的にはいけるから 120 人を受けてくれと

いう形で依頼を受けました。それは無理だということで断ってたんですけれ

ども、とりあえず今年の夏だけという形でやってくれということなのでやり

ました。で、当然の夏休みの期間だけなので指導員の採用はきっちりした人

はできません。それは市の方にも言いましたけれども、結果的に学生アルバ

イトで対応してくれということになりまして学生アルバイトを５人採用しま

した。やっぱり、そこは学生アルバイトはアルバイトなんですね。指導には

ならないんです。とりあえず、それが終わってやっぱり、この 20 人は難し

い。なおかつそこに来た子どもたちは低年齢の子どもたちは以前から入って

ますんで、入れなかった高年齢の子どもたちですね。高学年の子どもたちが

入ってくる。そうすると当然先輩風をふかしてやってしまうという問題があ

りました。で、それで実はかなりこまりました。で、その後うちはもう 100人

以上は無理ということで何回も言ってたんですけれども、市の方針として待

機が多いから 120 人、先ほど言った別室を使ってやってくれということでそ

の次の申請を出してくれということでとりあえず出しました。ただ、実際そ

れをやってたおかげでその混乱がそのままずるずるずるときて現在まで引き

ずってるのが正直今の状態です。で、当然小さい部屋に 40人学級２クラスの
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ところに 100 人近くが毎日いてるわけですから、子どもたちのストレスは当

然大きくなります。外で遊ぶ子どもたち、スポーツ少年団の使用の時間があ

りますんで４時になったら部屋の中へ入らないといけない。４時から５時が

一番子どもたちが多いんですけれども、その中で当然子どもたちが動ける範

囲あるいは動くことで起こるトラブルですね。子どもたちのパーソナルスペ

ースというのがあるとは思うんですけども、それはかなり難しい状況になっ

てます。そういう中で子どもたちはいろんなところでぶつかったりとか、た

たくとかという意思ではないんだけれども、モノを振りまわしてあたったり

とかということで当然ケンカとか起こってきます。それを自分たちで、それ

がどういうことをほかの子に与えてるのかという形での対応しようとしたと

きにやっぱ時間がない。子どもたちが多いからこっち側で話をしてる間にこ

っち側でまた同じようにトラブルが起きてくるとかというふうな状況でずっ

とやってました。で、それを続けていくうちに募集をしても児童クラブの指

導というイメージがない方が応募されることがすごく大きくなってきまし

た。免許のない方、おじいちゃんおばあちゃんの感覚で子どもの面倒見たら

ええんやろうて来はるわけです。そんな人も人数が足りないので受け入れて

ると、やっぱり甘やかしてしまって子どもたちの生活の指導ができない。そ

れでも人数が足らないから入れている、そうしてるうちに子どもたちはどん

どんどんどんエスカレートした行動をしていく。そこに障がいを持っていた

子どもたちが入ってた時に、あの子はしているのに、という言い方をしてく

るようになった。そういう意味では、私たちの指導力が足らないと言われれ

ばそれまでですけれども、そういう状況になったのはやっぱり面積に対して

120 人という形、実際使えるのは別室は学校さんのものを入れておられたり

とかしてる中で、離れたところで指導員が別にそっちへついていったりとか

というのは、かなり難しい。このことは担当の方には何回もお話はしてるん

ですけれども、ちょっとそこは伝わってないかなという気がしてます。で、

職員の採用については先ほど言いましたように、実は月額で指導料としてい

ただいてる金額分が昨年度は募集のための費用として拠出せざるを得ない状

態でした。で、今年は時給を 1,200 円のところを、今まで 1,200 円でしてた

んですけども 1,300 円にしてやっと、あるかなという状況です。当然 120 人

に対して指導員何人という形での配備になりますんで、それでは正直しんど

いです。で、なおかつ先生１人１日５時間、５日間プラス土曜日８時間、そ

れを４日としたときに月 100 人ぐらい来てた時の費用ですね、計算したら時

給に直すと 1,230 円いくらなんですね。それを見越して 1,300 円で募集して

いる状況は、私たちにとってはすごく難しい。幼稚園の本体の方からその分

を補っているという形になってきてます。そういう意味で先ほど市としては、

これから先そこらのことをどう考えていらっしゃるのかを聞かせていただき

たいなと思ってます。 

 

○Ｂ委員 

私の質問の意図がちょっと十分伝わってないのかわかりませんけど。 

 

○邨橋学園 

ごめんなさい。 

 

○Ｂ委員 

よろしいですか。私は今回のですね、放課後児童クラブに申請をされたと

いうのは、そういうことも了解の上、応募を申請されたものだと思っていた

んです。なんだか面積がどうのこうの人数がどうのこうのということで、ち

ょっとこう応募の意思が本当にあるのかなという疑問を感じるので、その辺

いかがでしょうか。 
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○邨橋学園 

一応そのつもりで出しました。それ以降新聞に出ていたと思うんですけど

放課後児童クラブの職員数や資格、国の基準撤廃というのが出ました。この

ことについて、私たちは何も聞いておりません。もしこれが実際にされると

いうことであれば、私たちが考えている先ほど言ったような子どもたちが自

分で考えてやるような教育というのが、できるかどうかというところはやっ

ぱり大きな問題になります。で、そういう意味では今日ここで先ほどいった

ビジョンの方を担当ではなくて、ここにいらっしゃる市の幹部の先生たちか

らちょっと聞かせていただいた上で判断したいなと思ってます。誠に申しわ

けないですけれども、場合によったら私たちが考えている子どもたちの育て

方が難しいということであるなら申しわけないですけれどもこれは撤回させ

ていただきたいなと思ってます。 

 

○委員長 

15分という限られた時間の中ですので、どれだけお答えできるかわからな

いというところが正直なところだと思うのですけれども、これにつきまして

ご意見していただける委員の方はおられますか。 

 

○副委員長 

今回はそういう場ではないということをちょっと思っていただきたいんで

すけども、今出ました国の動き、我々も把握はしていますけれども、今厚生

労働省で議論がされている段階だということで具体的なことが決まったとい

う通知はへ受けておりません。引き続き注視していきたいなというところで

ございます。 

 

○邨橋学園 

私自身としましては、この申請書類を出すときに人数この 120 人というの

を何とかならんものかということは確か言わせてもらったと思うんですね。

でもこれで出してくれということでした。それでなおかつこういう状況にな

ってる中で市の方が前から言ってるその人数の問題であるとか、採用に係る

費用の問題であるとかということについては、一向に話がない。これはもう

何回もここは困ってるんだと先生を採用できんのだということはお伝えした

はずなんですけれども、それで一応は出しましたけれども、否決されても私

たちは構わないと思っています。 

 

○委員長 

選定に関する質問をさせていただいてもよろしいでしょうか。委員の方々

からご質問等ございませんか。 

 

○Ａ委員 

新学習指導要領の趣旨をお話されて自分で何かをする自主的自発的な力と

か、その就学前から大事にしている遊びを通してという観点が非常によくわ

かりますし、そういう教育は我々教育委員会としても非常に大事だというふ

うに考えてます。それで、遊びを通しての活動というものを今速見小学校で

やっておられるとは思うんですが、具体的にはどのようなことを今速見小学

校でされているのかということ、まずそれをお聞かせいただきたいこと、も

う１点はやはりインクルーシブ教育は非常に大事です。障がいのある子ども

たちが実はいつも助けられるだけではなくて、その子を通していろんなこと

を周りが学んでいくということでインクルーシブが非常に大事だと、そこに

言及されましたのでその観点でのクラブの運営について２点を具体的にもう
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少し詳しく教えていただけたら幸いです。 

 

○邨橋学園 

遊びについては、４時までが外遊びだったりしますので、実際子どもたち

が６限が終わった後、４時までの間外遊びですね。もちろん外でやるか中で

やるかは子どもたちの自由に任せてます。それで一旦４時から中に入って静

的な活動で時間をとってます。その前におやつを食べて、これは家庭で本来

してることを子どもたちがみんなと一緒にすること。例えば、その時にいた

だきますということをちゃんと言えるかどうかであるとか、あるいはそん時

にみんなが自分のしていることで困ってないかとか。いつもまでも喋ってて

とかいうこと、自分のやってることに目を向けるような心がけをさせてもら

ってます。それと遊びについては当然オセロゲームであるとか、将棋である

とか、あるいは読書の時間を取れるようにしていますし、あるいはコマ回し

であるとか、部屋の中でできるようなことをやってもらってます。 

 

○Ａ委員 

インクルーシブは。 

 

○邨橋学園 

はい。それで、以前やってたのが子どもたちの誕生会を月１回水曜日なん

ですけども、水曜日も授業が遅くなってきて子どもたちが全員集まれない。

そのための時間がすごくとりにくい。そして、当然高学年の子どもたちがリ

ーダーとしてかかわってほしいと思ってますんで、その子どもたちとの打ち

合わせの時間、あるいは指導員と一緒に何をしようかなと相談していって、

それを具体的に子どもたち自身が運営していくという形で子どもたちの主体

的な活動をやってます。ただ、これも少しずつ今言った時間の問題であると

か、それにかかわる指導員が少ないということで手がとれないということで

少しずつ難しくなっております。それと障がいを持ってる子どもたちですけ

れども、やはりどうしても目立ってしまいます。中には窓から外へ出ようと

する子どもがいてて、それをとめるとかということが起こってきます。で、

そのことを考えたときにその場にいてるのはつらいというのはどういう状況

なのかということになるんですね。やはり、静的な活動の時間の中で子ども

たち、特に問題を抱えてる子どもたち、座ってられない。それは１人の安定

した生活があるわけではないですし、他の子どもたちと一緒なんでどうして

も隣の子がちょっといたずらをしたとかという普通だったら問題にならない

ようささいなことでも、気に障ってしまって立ち歩くとかということになっ

てます。そういう意味では、もう少し落ちついて子どもたちとかかわれる場、

あるいはスペース。それとかそこに配置できる指導員ですね。正直ほしいな

と思ってます。子どもたちはやっぱりいろんな子どもたちを見ている中で、

こんな子もいてるんだという子どもたちの多様性について認識はしてほしい

なと思いますけれども、反対に自分は今どうするべきなのか。窓へ登ってる

ような子どもをとめに行くとかというところまでの育ちをしてほしいなと思

いますけれども、なかなかそれを見せてくれる子どもたちは正直少ないです。

笑って見逃しているというふうな状態にもなってますし、そこにやっぱり私

たちは注意していきたいなと思ってます。 

 

○Ａ委員 

 ありがとうございました。 

 

○委員長 

ありがとうございました。１５分が経過しましたので、この質疑応答で終
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了とさせていただきます。質問は以上で終わらせていただきます。ありがと

うございました。結果につきましては、後日郵送させていてできます。あり

がとうございました。 

 

○邨橋学園 

 ありがとうございました。すみません、好き勝手言わせていただきました

けれども、ぜひ子どもたちのために門真市の児童クラブはどうあるべきかと

いうのを丁寧に考えていただけたらありがたいなあと思っております。よろ

しくお願いします。 

 

○委員長 

委員の皆様方は、評価をお願いいたします。 

 

（大和田小学校、五月田小学校） 

○委員長 

大和田小学校及び五月田小学校放課後児童クラブの応募事業者は、社会福

祉法人 雅福祉会です。 

 

（事業者入室） 

 

○委員長 

それでは、これよりプレゼンテーション審査をはじめます。プレゼンテー

ションは、企画提案書の記載事項のうち、特にＰＲしたい事項についての説

明等を１校につき 10分以内でお願いいたします。はじめに、大和田小学校放

課後児童クラブのプレゼンテーションを行った後、引き続き五月田小学校放

課後児童クラブの順にプレゼンテーションを行ってください。 

なお、プレゼンテーションの際、応募している小学校放課後児童クラブに

おいて共通する部分については省略していただき、差異が生じる部分につい

て説明をお願いします。その後、質疑応答に移ります。 

プレゼンテーションの時間は、各小学校放課後児童クラブについて 10分以

内とし、全てのプレゼンテーションとも開始後、５分が経過した段階でベル

を鳴らします。また５分後に再度ベルが鳴った時点で、当該放課後児童クラ

ブのプレゼンテーション時間はその時点で終了となります。全校のプレゼン

テーション時間終了後、質疑応答に移ります。質疑応答は、20分間で、質問

には簡潔明瞭にお答えください。なお、審査で発言された内容は全て記録さ

れ、必要があれば公表することもありますので、ご了承ください。それでは、

大和田小学校放課後児童クラブのプレゼンテーションからはじめてくださ

い。 

 

＜雅福祉会 プレゼンテーション＞ 

（門真市情報公開条例第６条第２号の規定により不開示） 

 

○委員長 

以上で社会福祉法人 雅福祉会のプレゼンテーションは、終わりました。

委員の皆さまから企画提案書の内容も含め、プレゼンテーションに対する質

問を行っていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

○Ｂ委員 

お願いします。まず、五月田小学校の児童クラブなんですけれども、受入

可能定員が 80 名のところを 54 名ですか、平成 30 年については随分定員割

れしておりますが、これはどういうことでしょうか。 
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○雅福祉会 

一応、皆さんにも児童クラブの内容を知っていただいたり、保育園でも次

入る子たちにも、夏祭りのときに、五月田小学校の児童クラブのことは、子

どもたちも一緒に含めてこういうとこだよと、お知らせしているんですけれ

ども、なかなか数が少なくて五月田は今１年生１クラスでして、結構１年生

も来てくださってるんですけれども、なかなか人数が揃わないというか。 

 

○Ｂ委員 

ということは、これほどの定員は必要がないというようなことですかね。 

五月田小の児童数が今すぐには出てこないですが、大分少なくなっているの

は知っていますけれどれも、大体３割ぐらいの子どもさんがどの学校も入っ

ているのかなと思うんですけれど、そうなると、少ないのは仕方ないのか。

それか、そういう児童クラブの必要性が無い家庭が多いのか。その辺いかが

でしょうか。 

 

○雅福祉会 

お仕事をされているお母さんも結構いらっしゃるんですけれども、一度児

童クラブに入られても、お友だちが入っていらっしゃらなくて、その方と一

緒に辞めてしまうということもあります。お友だちと一緒に遊びたいという

その理由で辞められた方も数名いらっしゃいました。 

 

○雅福祉会 

人数は少ないですが、協力的なご家庭がすごく多い地域なので、お家の方

で見られていたりだとか、というところで少なくはなるんですけれども、み

んな来ている児童に関しては「児童クラブは楽しいよ。」ということは他の子

たちにも伝えてくれてるので、充実しているかなとは思います。 

 

○Ｂ委員 

よろしいでしょうか。別の質問ですが、先ほど市の研修会に参加されてい

ると聞いたのですけれども、具体的にどのような研修会に参加されているの

か、お願いします。 

 

○雅福祉会 

資質向上の研修と、加配研修と厚生員二級の、門真市からお声を掛けてい

ただいた研修に参加させていただいております。内容としましては、資質向

上は、つい先日ですけれども、遊びをテーマにした資質向上の研修に行かせ

ていただきました。 

 

○Ｂ委員 

そのときは全員が行くのではなくて、子どもをみる方ですか。 

 

〇雅福祉会 

午前中の研修なので。はい、参加させていただいています。 

 

○Ｂ委員 

なるほど、わかりました。 

 

〇委員長 

 他に質問はございますでしょうか。 
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○Ｃ委員 

安全管理の項目ですけれども、子どもさんですので、ちょっとした怪我や

トラブルがあったときに、医療機関との連携などはどのようにされておられ

ますか。 

 

○雅福祉会 

学校で、児童クラブで怪我をされたときは、必ず保護者の方に連絡して、

そこから病院に連れて行って、後で保護者の方に来ていただくということは

しております。保育園で園医さんで松下先生、こどもクリニックの先生がい

らっしゃいますので、保育園にも、看護師が一人いますので、もし病院に行

くかどうか迷ったときは、必ずどちらかの先生に聞いて、行動しております。 

 

○Ｃ委員 

はい、わかりました。 

 

○委員長 

他、ございますでしょうか。 

 

○Ａ委員 

２点、お願いします。 

１点目は、保護者との関係づくりですね。今、学校でもやはり保護者、色々

なな思いを持った方がおられます。色々な思いを持った保護者の方々と良い

コミュニケーションを取るということは非常に難しく、時間がかかると思い

ます。放課後児童クラブでは色々な学年の子どもが来ますので、様々なトラ

ブルが起こり、学校では見られないような姿が見られると思うのですね。そ

の中で、子どもたちの保護者との関係づくりはどのようにしているのか、加

えて、学校との連携ですね。学校では見えない姿が見えると思うのですが、

学校との情報交換をどのようにしているのか、これが１点目です。 

２点目ですが、企画提案書の中に、「地域協力が得られるように地域組織や

関係機関等と情報を交換や共有を図っています。」とあります。具体的には、

どのような地域組織、関係機関なのか。情報共有、交換を行うときに、個人

情報の保護についてはどのように配慮をされておられるのか。 

この２点をお聞かせください。 

 

〇雅福祉会 

学校の連携について、お答えさせていただきます。 

何かあったら、児童クラブがあって子どもが遊んでいるときに、児童クラ

ブ来ていない子とトラブルになることもあります。そのときは学校の先生、

担任の先生と自分、児童クラブの者がついて行って一緒に解決したりしてい

ます。あと、学校の先生からも「どうですか。」という質問もありますし、こ

ちらの方から学校の先生にも「児童クラブに来て少し荒れているんです。今

日、何かありましたか。」というお互い、連携はよく取れています。 

 

〇雅福祉会 

保護者様との関係ですけれども、やはり通信とかクラブニュースで、毎月

の様子をお伝えしたりとか、こまめに連絡を取りたいときは、お迎えに来た

ときを利用して、その日の様子をお伝えして、密に連携をとりながら信頼関

係を築くようには心がけています。 

地域の方ですけれども、五月田の自治連合会の方も、保育園でもそうです

し、小学校でも行事に参加させていただいたりしていますので、保育園から

もお餅つきに来ていただいたり、そのときにも保育園の子どもたちの顔も、
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結構覚えてくださって、小学校に行ってもどこの保育園の子やな、北島保育

園の子やな、と結構可愛がってもらったりしております。 

 

〇雅福祉会 

 五月田では、地域のイベントなどがよくありまして、土曜日とかによくや

っているんですけれども、児童クラブからたくさん参加させていただいて、

しめ縄づくりとか、ピザづくりとか、毎週のようにイベントがありますので、

どんどん児童クラブとしても参加させていただいています。 

 

〇Ａ委員 

 児童クラブとしてそこと交流するということであって、情報交換や共有と

いうときに、例えば情報交換するときに、子どもがこういう状況にあります、

などと話をされたりするときには、やはり個人情報についてどこまで話をす

るのか、配慮するのかについてどのようにしておられますか。 

 

〇雅福祉会 

 その辺りは、やはり個人情報になってくるので、オブラートに包むと言い

ますか、少しやんちゃな子に関しましては、活発な子とお伝えしたり、個人

情報はなるべく漏れないように、その子の特徴というか個性は余りお伝えし

ないようにはしています。 

 

〇Ａ委員 

 要するに全般的なことを情報共有されているということですね。「今我々の

活動はこういうことですよ。」と、「こういう方向をめざして活動しています。」

とそういうような情報共有と捉えてよろしいでしょうか。 

 

〇雅福祉会  

 そうですね。「児童クラブではこういう活動をしています。」という情報共

有をしております。 

 

〇Ａ委員 

 分かりました、結構です。 

 

〇副委員長 

 それでは、私からよろしくお願いいたします。 

 １点ですが、添付書類で「事故災害発生時の対応マニュアル」をつけてい

ただいておりますが、実は大和田も五月田も両方とも五月田のマニュアルが

つけられてまして、事務局のチェックの問題もあるのですけれども、多分、

中身は一緒ですか。 

 

〇雅福祉会 

はい、同じです。 

 

〇副委員長 

中身の話ですけれども、拝見させていただくと、地震とかいう単語が見受

けられるのと、落雷時の対応とかいうことが記載されている。あとは怪我の

ときの対応だろうと思われる事故の部分などがあるのですけれども、拝見さ

せていただいて、他のクラブと比較すると少し申しわけないが、貧弱かなと

いう気がするのですね。今のこのご時世、色々な災害が実際発生していて、

大変な事態になっている中で、やはりマニュアルというのはきっちりと整備

しておく必要があると思うんですね。台風のときはどうなのか、風水害のと



 - 36 - 

きはどうなのか、例えば火災が発生したときはどうなのか、そういう種類別

にきちんと対応をマニュアルで定めておくということは非常に大切だと思う

のですけれども、その辺りのお考えをお聞かせいただけますか。 

 

〇雅福祉会 

わかりました。すぐに法人内で新しい物をつくりたいと思います。 

 

〇副委員長 

 はい。それでは、次の４月からの契約、もしこれで通ればですけれども、

それまでに必ず整備していただくということをお願いしてよろしいでしょう

か。 

 

〇雅福祉会 

はい。 

 

〇副委員長 

 はい、お願いします。 

 

〇委員長 

 他、ご質問よろしいでしょうか。 

 

〇委員長 

 私から１点お願い致します。 

大和田小学校、五月田小学校ともに障がいや配慮が必要な児童にも安心し

てクラブで過ごせるようにということで、家庭、学校、専門家、関係機関と

の連携と書いていただいておりますけれども、実際に定期的な連携はあるで

しょうか。 

また、その連携があるとしたらどのような方向で行われているかお聞かせ

ください。 

 

〇雅福祉会 

配慮児童に関しましては、小学校のスマイル教室の担任の先生と、密に連

携をとりながら、気になる事案などもほぼ毎日という位、お顔を見てお話を

聞くようにはしています。 

 

〇委員長 

専門家、関係機関とはいかがでしょうか。 

 

〇雅福祉会  

そこまでの児童はまだ、対応児童はいないので、そこまでまだ考えてはい

ないんですけれども、必要に応じて対応機関の方と連携をとりたいなとは思

っております。 

 

〇委員長 

はい。ネットワークとしての機能が形成されているかということをお伺い

したくて伺いました。ありがとうございました。 

 

〇委員長 

 他、委員の皆さま方、質問はございませんでしょうか。ないようであれば、

質疑応答を終了いたします。質問は以上で終わらせていただきます。ありが

とうございました。結果につきましては、後日郵送させていただきます。 
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（古川橋小学校） 

〇委員長 

古川橋小学校放課後児童クラブの応募事業者は、社会福祉法人 小百合苑

です。 

 

（事業者入室） 

 

〇委員長 

それでは、これよりプレゼンテーション審査をはじめます。プレゼンテー

ションは、企画提案書の記載事項のうち、特にＰＲしたい事項についての説

明等を 10分以内でお願いいたします。プレゼンテーション開始後、５分が経

過した段階でベルを鳴らします。また５分後に再度ベルが鳴った時点で、事

業者のプレゼンテーションはその時点で終了となり、質疑応答に移ります。

質疑応答は 15分間で、質問には簡潔明瞭にお答えください。なお、審査で発

言された内容はすべて記録され、必要があれば公表することもありますので、

ご了承ください。それでは、プレゼンテーションを始めてください。 

 

＜小百合苑 プレゼンテーション＞ 

（門真市情報公開条例第６条第２号の規定により不開示） 

 

〇委員長 

以上で社会福祉法人 小百合苑のプレゼンテーションは、終わりました。

委員の皆様から企画提案書の内容も含め、プレゼンテーションに対する質問

を行っていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

〇Ｃ委員 

 それでは安全管理のところで、そちらではよい子ネットの登録を保護者に

徹底するとあり、この間も台風とか地震とかがありましたけれども、実際に

活用されて保護者との連携などはどうなさっておりますか。 

 

〇小百合苑 

台風のときですけれども、土曜日などにありましたので、よい子ネットで

すぐに配信しました。それにプラスして電話で対応させていただいたのです

けれども、保護者の方にも登録していただけているおかげか、電話をしたと

きにはお母様も、「連絡がありましたよ。」「メールを読みましたよ。」という

ことだったんですけれども、スムーズに下校、お迎えをしていただくことが

できました。 

 

〇Ｃ委員 

 メールだけではなく、電話でも確認を取っておられるということですね。

わかりました。 

 

〇委員長 

 他、いかがでしょうか。 

 

〇Ｂ委員 

 お願いします。大変見やすい写真で、子どもの様子をよく把握することが

できました。特に夏休み中のことですけれども、学校では熱中症対策が非常

に、外での活動時に気になるところで、門真市の場合は早くから市教委のお

かげで熱中症の携帯用の、外で活動する場合は備えてもらって、必ずそれで
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危険がないかどうかを把握して、体育館にも設置されております。そのよう

な熱中症対策、特に夏休みですね、朝早くから子どもは来ると思いますので、

部屋の中ではエアコンばかりではなく、外へ出されることもあると思うので

すけれども、その辺りいかがでしょうか、熱中症対策について。 

 

〇小百合苑 

だいたい一番気温が高くなるのが午後かなと思っておりますので、午前中

の方が外での活動がしやすいのかなと、毎日私も思って過ごしております。

ですので、午前中のなるべく早い時間に外遊びをします。そのときもお水を

かけあったりので、必ず帽子を被ることを徹底します。外に行く前にお水を

とってから、外に行くようにしているんですけれども、携帯用の霧吹きのス

プレーみたいなものにお水を入れて、常に子どもにお水をかけたり、あと時

間が 10 分、15 分したときにはちょっと日陰に入って休憩しようと、全体で

休憩して、時間を取ったりしています。 

また、古川橋小学校は午後３時、３時 30分くらいには校舎の日陰になりま

すので、朝の早い時間と、夕方の時間を屋外遊びにしまして、あとは部屋の

中で学習をしたりだとか、ＤＶＤも活用させていただいて、過ごすようにし

ております。 

 

〇Ｂ委員 

 熱中症計で確認などはされていませんか、指数がいくつであるなど。 

 

〇小百合苑 

熱中症計の機械は古川園にはあるんですけれども、児童クラブの方には現

状ないのですが、一学期に入る前に、体感で申し訳ないのですけれども、こ

れ位からは外遊びは中止、幼児ですのでもっと、午前中に主任２人が古川園

で働いておりますので、気温がこの位の高さになると、もう外は無理と、６

月、７月の頃から、生活をして身に着いていますので、そこでの判断で熱中

症指数、温度計を持ち歩くだけで、指数計はすみません、持ち歩いておりま

せん。 

 

〇委員長 

 他、ご質問はございませんでしょうか。 

 

〇Ａ委員 

 ３点お伺いしたいと思います。 

企画提案書を拝見していると、学校と良好な関係を作っておられるのかな

ということがよく分かります。ただ、課題はないのでしょうか。もしあれば、

差し支えない範囲で教えていただきたいということ、これが１点目です。 

２点目は、落ちつける居場所というキーワードですね、冒頭にプレゼンで

も落ち着ける居場所にしてあげたい、これは非常に教育委員会としましては

ありがたいと思っているのですが、ここに入った子どもたちがどのように、

ここで過ごすことで変わっていくのか、ということを教えていただければあ

りがたいです。 

３点目は、保護者との良好な関係づくりは極めて重要だと思うのですけれ

ども、その際に、とりわけ配慮している所について教えてください。 

以上、３点よろしくお願いします。 

 

〇小百合苑 

小学校は、私どもも社会資源として常に、そばに、肌で感じられるような

施設としてとらまえておりまして、私どもの避難場所でもあります。そうい
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うようなことで、児童会にもお借りしたりして、職員の先生方とも親しい関

係を築き上げてまいっておりますので、課題はないんですけれども、一度、

アレルギーのすごいお子さまが学校で発生して、「落ち着いた。」と言って、

こちらに連れて来られたんですけれども、それは「保護者の意向で、児童ク

ラブに入れておいてください、迎えに行けません。」ということだったんです

がそれは「違う。」ということも言いました。それは、「学校で発生して、保

健室で、私どもが看護するのはよろしいですけれど、児童クラブでお預かり

するお子さまの状態ではない。」ということを言わせていただいたということ

はあります。他に、怪我をしたり、帰りしなに、行方がわからなくなったり、

私どもの職員や、以前の校長先生も一緒に探していただいたことがありまし

た。そういう報告はすべて学校側は、教頭先生とか校長先生にも申し伝えて

おり、善処していただいております。 

 

〇小百合苑 

落ち着ける居場所ですけれども、１つの例として、今でも高学年のお子様

がいらっしゃるんですけれども、はじめお迎えに来られたお母さんに、すみ

ません、児童の方が反発的な児童で、友だちに対しても乱暴な態度が見られ

たんですけれども、お母さんの方も少し関係もあまり良くなかったのかなと、

怒られる一方というか、児童クラブの方でも問題行動もありましたので、注

意されることも、怒られるというよりも、活動を制限されることもあったと

思うんですね。けれども、お母さんがお迎えに来られたときに、できるだけ

良いことを、注意ばかりではなくて、「今日はこういうことができました。」

あと、「こういうこともあったけれども、良かったですよ。」と最終的に伝え

ることを積み重ねて言っていると、今は高学年になったお子さまですけれど

も、私もそこで５年、６年、古川橋児童クラブでやっておりますので、子ど

もとの信頼関係も生まれたこともあるんですけれども、友だちに対しても、

職員に対しても柔らかな感じで、自分も認めてもらえているんだなと、年下

に対して優しく接する姿を見せてくれたりしていますので、そこで子どもが

落ちついてきているのかな、と実感しているところであります。 

また、低学年も、帰って来て、学校ではきちんとしているお子さんも、ち

ょっとわがままを言ってみたりだとか、いつもはそんなに言わない子が、「先

生、帰ってきたで！」と、学校は学校、児童クラブの方が近い存在でいいの

かなと思っていますので、その子も多分高学年になれば同じように変わって

きてくれるのかなと感じているところです。 

 

〇Ａ委員 

 ありがとうございます。保護者との良好な関係についてはいかがですか。 

 

〇小百合苑 

苦情などが本当に少なく、10数年間、放課後児童クラブを受けてまいりま

したけれども、非常に穏やかな日々を過ごさせていただいております。もち

ろん、ゼロではありません。中には、説明会のときに、支援員に直接言いに

くいことは、古川園の方の電話番号をしおりの方に掲載しておりまして、園

長と担当に、直接呼び出してお聞かせください、というスタンスでさせてい

ただいております。  

本当に中には、学校の施設のことに関して言われると、それは私どもでは

難しいです。児童クラブのお迎えに来られる所の、自転車を抱えながら入る

門が、本当にハンドルのこの幅位しかないんですね。それを物凄く訴えてこ

られたんですけれども、「申し訳ありませんが、私どもでは対応しかねますの

で、学校の方にぜひお伝えいただいて、私どもも同じような思いでいますの

で、声をかけていただけませんか。」ということは伝えたこともあります。 
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それ以外では、よい子ネットですとか、日々のノートのやりとり、通信な

どで、児童クラブのことをよく見ていただいております。よい子ネットでは、

ホームページなどから入っていけるんですけれども、活動の様子が写真で、

本当にたくさんアップされています。恐らく、子どもたちも学校から戻って

きたときに支援員を見て、「今日はこんなことがあったよ。」「昨日は」と、も

う口早に話し、物凄い楽しそうに入ってくる姿から、学校の中での出来事、

児童クラブの中での出来事、すべて家庭で話されていると思うんですけれど

もそういった子どもたちからの報告も、保護者とのやりとりの柱になってい

るのかなと感じています。 

 

〇Ａ委員 

 よく分かりました。ありがとうございました。 

 

〇委員長 

 他、よろしいでしょうか。 

 

〇副委員長 

 私からよろしいでしょうか。よろしくお願いします。 

 ２点お聞きしたいと思うのですけれども、まず指導員の方の雇用に関して

です。他の法人の方でも、なかなか確保が難しいというようなことを色々お

聞きしております。貴法人の方でも、企画書に書かれておりますように、加

配支援員の数も多くなって雇用が難しい、というようなことも記載されてい

るのですけども、具体的にどの位しんどいのか、そしてその中でどのように

確保するために努力されているのか、という点をまずお聞かせいただけます

でしょうか。 

 

〇小百合苑 

 求人を出す際には、もちろん求人の媒体を使うこともあります。 

１つは、私ども古川園の常勤の職員の午後の時間、兼務者を出して、児童

クラブでの活動を、若い職員の保育の幅を広げる体験の場としても、午前の

勤務と午後の勤務に分けて就労している職員がいます。その職員たちが、児

童クラブとの兼務から、園の専任の勤務に変わったときに、やはりすごく楽

しそうにしている、児童クラブの職員としても楽しいことがあったので、そ

れを含めて私たちも職員前提に、雇用を拡大するというように、良い人を紹

介してもらう、ということがまず１つです。 

媒体で求人をしましたときにも、やはり最初からとてもありがたいなと思

う方がお見えになったときには、本当に長く続いていらっしゃって、法人の

姿勢として働き方改革を進めていますので、退職者が本当に少ないんです。

ですので、あんまり逼迫した雇用の問題は、Ｆ今までに何度かあった位で、

今は乗り越えてきています。 

 

〇副委員長 

 はい、わかりました。 

もう１点、これも企画提案書に書かれており、興味深いなと思った所が、

「社会福祉法人として、放課後児童クラブを通して保護者の就労支援に努め、

地域社会に貢献する。」と記載してある箇所が大変興味深いなと思ったのです

けれども、ただ、放課後児童クラブを通して保護者の就労支援に努めるとい

うことは少しイメージができなかったので、具体的にどういうことなのかを

教えていただけますでしょうか。 

 

〇小百合苑 
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保育園、こども園は働く親のお子様を預かることが前提でして、卒園する

と小学校に行きますが、お母さんはそのまま働けて、児童クラブに預けられ

て、生活が豊かになるというスタンスで、それが就労支援になると。それで、

児童クラブに入れなかったら、退職したり、転職したり、色々なお母さんの

働き方が変わって、ずっと子どもを預けて、６年間預けて両立してきたけれ

ども、児童クラブで預けられなかったら就労支援にはならない。 

 

〇副委員長 

 わかりました。具体的に何か就労するために斡旋したりなど、そういうこ

とではなくて、預けることがひいては就労支援になるということを意味して

いると。 

 

〇小百合苑 

 なるべく家庭の福祉ということで、私どもが最も専門とするところを活か

した仕事ととらまえているんです。 

 

〇副委員長 

はい、わかりました。 

 

〇委員長 

15分が経過しましたので、この質疑応答で最終といたします。質問は以上

で終わらせていただきます。ありがとうございました。結果につきましては、

後日郵送させていただきます。ありがとうございました。 

 

○委員長 

以上で全ての事業者のプレゼンテーションが終わりました。委員の皆様か

らご意見やご確認したいことがありましたらお願いします。 

 

（意見なし） 

 

○委員長 

それでは、委員の皆様は評価の確認をお願いいたします。確認が終わりま

したら事務局にお渡し願います。事務局に採点表をお渡しいただきました後、

採点・集計が整うまで休憩といたします。 

 

○委員長 

採点・集計が整いましたので、これから発表したいと思います。 

  

二島小学校放課後児童クラブ 341点 

上野口小学校放課後児童クラブ 318点 

四宮小学校放課後児童クラブ 364点 

沖小学校放課後児童クラブ 365点 

北巣本小学校放課後児童クラブ 367点 

東小学校放課後児童クラブ 371点 

門真小学校放課後児童クラブ 397点 

脇田小学校放課後児童クラブ 404点 

砂子小学校放課後児童クラブ 404点 

門真みらい小学校放課後児童クラブ 404点 

速見小学校放課後児童クラブ 309点 

大和田小学校放課後児童クラブ 345点 

五月田小学校放課後児童クラブ  355点 
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古川橋小学校放課後児童クラブ  404点 

 

○委員長 

このとおり、応募された全ての事業者が、最低基準点を満たしております

ので、 

二島小学校放課後児童クラブは、社会福祉法人 社会福祉法人 晋栄福祉

会 理事長 濵田 和則 

上野口小学校放課後児童クラブは、社会福祉法人 友愛福祉会 理事長 

馬場 耕一郎 

四宮小学校放課後児童クラブは、学校法人 門真めぐみ学園 理事長 岡

崎 宣真 

沖小学校放課後児童クラブは、学校法人 門真めぐみ学園 理事長 岡崎 

宣真 

北巣本小学校放課後児童クラブは、学校法人 門真めぐみ学園 理事長 

岡崎 宣真 

東小学校放課後児童クラブは、学校法人 門真めぐみ学園 理事長 岡崎 

宣真 

門真小学校放課後児童クラブは、社会福祉法人 向日葵福祉会 理事長 

岡本 恒男 

脇田小学校放課後児童クラブは、社会福祉法人 向日葵福祉会 理事長 

岡本 恒男 

砂子小学校放課後児童クラブは、社会福祉法人向日葵福祉会 理事長 岡

本 恒男 

門真みらい小学校放課後児童クラブは、社会福祉法人 向日葵福祉会 理

事長 岡本 恒男 

速見小学校放課後児童クラブは、学校法人 邨橋学園 理事長 邨橋 雅

廣 

大和田小学校放課後児童クラブは、社会福祉法人 雅福祉会 理事長 三

見 廣行 

五月田小学校放課後児童クラブは、社会福祉法人 雅福祉会 理事長 三

見 廣行 

古川橋小学校放課後児童クラブは、社会福祉法人 小百合苑 理事長 大

西 正隆 

 と交渉することに決定させていただきます。それでは、私の方から答申書

を作成し、後日市長に答申させていただきます。 

諮問案件は以上でございます。 

最後に、その他について事務局から何かありますか。 

 

○事務局 

それでは、今後につきましてご説明いたします。本日選定により、決定し

ました事業者につきましては、選定結果通知を送付した後、委託契約に向け

て交渉してまいりたいと考えております。また、会議録については、本日よ

り２週間以内に公表予定でございます。以上でございます。 

 

○委員長 

 ありがとうございました。ほか、何か最後にご質問などがありましたらお

願いします。よろしいでしょうか。無いようですので、選定委員会は以上で

終了いたします。ありがとうございました。 

 


